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特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会 理事・監事 （令和 4・5年度） 
                    ＊：常任理事 

理事（32 名）   

 氏   名 所   属 （勤 務 先） 

理事長 金田  隆 日本大学松戸歯学部 
副理事長 村上  秀明 大阪大学 
  新井 嘉則＊ 日本大学 
  林    孝文＊ 新潟大学大学 
  三浦 雅彦＊ 東京医科歯科大学 
  角    美佐＊ 長崎大学 
  櫻井    孝＊ 神奈川歯科大学 

  森本 泰宏＊ 九州歯科大学 

  柿本 直也＊ 広島大学大学 

 浅海 淳一 岡山大学大学 

 荒木 和之 昭和大学 
 有地 淑子 大阪歯科大学 
 飯久保正弘 東北大学 
 五十嵐千浪 鶴見大学 
 泉    雅浩 神奈川歯科大学 
 小椋  一朗 日本歯科大学新潟生命歯学部 
 香川 豊宏 福岡歯科大学 
 勝又 明敏 朝日大学 
 河合 泰輔 日本歯科大学 
 鬼頭 慎司 明海大学 
 後藤多津子 東京歯科大学 
 角    忠輝 長崎大学 
 田口    明 松本歯科大学 
 田中 達朗 鹿児島大学 
 田中 良一 岩手医科大学 
 中山 英二 北海道医療大学 
 原田 卓哉 奥羽大学 
 箕輪 和行 北海道大学 
 柳    文修 岡山大学 

 吉浦  一紀 九州大学 

 鹿島 英樹 大阪大学 

 内藤 宗孝 愛知学院大学 
監事（2 名）   

   

   

              日本歯科医学会 関係委員 
（令和 4 年 7 月 1 日～） 

理事     金田 隆 

評議員    森本 泰宏 ・ 村上 秀明 

予備評議員   新井 嘉則 ・ 三浦 雅彦 

学術研究委員   三浦 雅彦 

 

日本歯科医師会  保険適用検討委員 新井 嘉則 

社会保険疑義事項検討委員 柿本 直也 
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特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会 代議員 （令和 4・5年度） 

     
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

          

名  誉  会  員 
 

伊 藤 寿 介 

宇 根 岡  實 

大 庭   健 

岡 野 友 宏 

奥 村 泰 彦 

尾 澤 光 久 

鹿 島   勇 

神 田 重 信 

岸   幹 二 

倉 林   亨 

小 林   馨 

古 跡 養之眞 

西連寺 永 康 

坂 巻 公 男 

佐々木 武 仁 

笹 野 高 嗣 

塩 島   勝 

清水谷 公 成 

小豆嶋 正 典 

篠 田 宏 司 

鈴 木  陽 典 

谷 本  啓 二 

土 持   眞 

中 村 太 保 

中 村   卓 

橋 本 光 二 

藤 下 昌 己 

渕 端   孟 

古 本 啓 一 

誉 田 栄 一 

本 田 和 也 

丸 橋 一 夫 

森   進一郎 

山 崎 岐 男 

山 本   昭 

代 居   敬 

四 井 資 隆 

和 田 卓 郎 

      

   

終 身 会 員 
 

相 澤   恒 

井 田  瑞 枝 

池 島     厚 

今 井  一 彦 

岩 井  一 男 

越 知   博 

甲斐田    豊 

加 藤 二 久 

北 原  喜 一 

木 原  卓 司 

佐 藤 健 児 

角 田    明 

竹 田  正 宗 

田 中   守 

西 岡  敏 雄 

西 村   章 

橋 本  賢 二 

速 水  昭 宗 

原 田  功 一 

原 田 康 雄 

福 岡  澄 郎 

藤 本  悠 彦 

藤 田   實 

保 坂  光 雄 

宗 正  有 功 

和 田  真 一 

和 田  忠 子 

相澤 光博 

秋山 広徳 

浅海 淳一 

新井 嘉則 

荒木 和之 

荒木 正夫 

有地 淑子 

有地榮一郎 

飯久保正弘 

五十嵐千浪 

泉  雅浩 

岩田  洋 

犬童 寛子 

江島堅一郎 

大髙 祐聖 

大塚 昌彦 

大林 尚人 

岡村 和俊 

小椋 一朗 

小田 昌史 

音成(山本)実佳 

香川 豊宏 

柿本 直也 

勝又 明敏 

勝良 剛詞 

金田  隆 

川島 雄介 

河合 泰輔 

河津 俊幸 

木瀬 祥貴 

北森 秀希 

鬼頭 慎司 

香西 雄介 

小嶋 郁穂 

後藤多津子 

後藤 賢一 

小林  馨 

坂本潤一郎 

櫻井  孝 

里見智恵子 

佐野  司 

澤田久仁彦 

島本 博彰 

清水 真弓 

庄司 憲明 

末井 良和 

角  忠輝 

角  美佐 

関  健次 

高橋 伸年 

田口  明 

田中 達朗 

田中 良一 

田中  礼 

筑井  徹 

内藤 宗孝 

内田 啓一 

中山 英二 

西川 慶一 

西山 秀昌 

林  孝文 

早川 吉彦 

原田 卓哉 

細木 秀彦 

佛坂 由可 

本田 和也 

誉田 栄一 

松本 邦史 

松本  忍 

三浦 雅彦 

三島  章 

箕輪 和行 

村上 秀明 

森本 泰宏 

柳  文修 

吉浦 一紀 

吉田  豊 

若杉 奈緒 

和光  衛 

渡邊  裕 
 (五十音順) 

（五十音順・ご逝去含む） 
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令和４・５年度�NPO法人日本歯科放射線学会� 理事長：金田�隆�副理事長：村上秀明

常任理事：新井嘉則、柿本直也、櫻井�孝、角�美佐、林�孝文、三浦雅彦、森本泰宏

※敬称略

事業内容（担当常任理事）および各種委員会 委員長 分担 分担責任者 委員

（1）学術大会等の学術的の会合の開催（森本泰宏）

学術集会委員会 箕輪和行
林�孝文、角�美佐、小椋一朗、柿本直也、
新井嘉則、村上秀明、金田�隆、森本泰宏

学術委員会 後藤多津子
荒木和之、角�忠輝、田口�明、田中良一、
村上秀明、森本泰宏

（２）学会誌および図書等の発刊（村上秀明）

英文誌：Oral�Radiology 笹井正思、内山百夏、島本博彰、辻本友美

和文誌：歯科放射線 吉浦一紀（編集長）、角�美佐（副編集長）
勝又明敏、西川慶一、三浦雅彦、柿本直也、
河津俊幸、中山英二

広報委員会 香川豊宏
西山秀昌、浅海利恵子、平原尚久、
伊東浩太郎、村岡宏隆、吉田祥子

図書刊行委員会 鬼頭慎司 河合泰輔

（３）歯科放射線に関する調査報告（林�孝文）

保険委員会 新井嘉則  田口�明、勝又明敏、香川豊宏

医療情報委員会 勝又明敏
新井嘉則、早川吉彦、後藤賢一、江島堅一郎、
三島�章

防護委員会 河合泰輔

大髙祐聖、浅海利恵子、井澤真希、大林尚人、
小田昌史、鬼頭慎司、小嶋郁穂、小林育夫、
後藤賢一、坂本彩香、櫻井�孝、佐藤健児、
杉原義人、竹下洋平、西川慶一、野津雅和、
原田康雄、松本邦史、三島�章

用語委員会 田中達朗 中山英二、清水真弓、秋山広徳、川島雄介

診療ガイドライン委員会 林�孝文

新井嘉則、犬童寛子、河合泰輔、坂井幸子、
田中�礼、筑井�徹、内藤宗孝、中山英二、
長澤麻紗子、西山秀昌、新國�農、松本邦史、
村上秀明

（４）歯科放射線に関する教育および啓発活動（柿本直也）

卒前・臨床研修担当 柿本直也
中山英二、吉浦一紀、浅海淳一、小椋一朗、
飯久保正弘、林�孝文、角�忠輝、松本邦史、
香西雄介

教育研修会担当 林�孝文
浅海淳一、勝又明敏、香川豊宏、角�忠輝、
田中良一、三浦雅彦、村上秀明、柳�文修

歯科用CBCT研修（案）担当 香川豊宏
新井嘉則、森本泰宏、徳永悟士、澤田絵理、
近藤�匠、筑井朋子、辻本友美

歯科医師生涯研修担当 有地淑子

（５）歯科放射線に関する専門医等の認定基準の策定、公表及び各種資格認定（三浦雅彦）

准認定医・認定医・専門医・指導医・研修機関担当 泉�雅浩
有地淑子、一木俊吾、小椋一朗、河合泰輔、
黒田�沙、谷口紀子、筑井�徹、出澤�幸、
西川慶一、箕輪和行

歯科用CBCT認定医（案）担当 香川豊宏
新井嘉則、森本泰宏、徳永悟士、澤田絵理、
近藤�匠、筑井朋子、辻本友美

PET核医学歯科認定医担当 小椋一朗 中村�伸

口腔放射線腫瘍認定医担当 三浦雅彦
有地榮一郎、村上秀明、柿本直也、渡邊�裕、
勝良剛詞、秋山広徳、伊川裕明

（６）国内外の歯科関係学術諸団体との連携（新井嘉則、櫻井�孝）

IADMFR・ACOMFR 新井嘉則 飯久保正弘、河合泰輔、柿本直也、柳�文修

日本歯学系学会協議会 浅海淳一 金田�隆

日本歯科医学会 金田�隆

日本医学放射線学会 田中良一 金田�隆

口腔3学会連携協議会 村上秀明�

頭頸部放射線研究会 森本泰宏

日本口腔科学会 浅海淳一 金田�隆、林�孝文

日本顎関節学会 五十嵐千浪 音成�(山本)�実佳、松本邦史

日本核医学会 小椋一朗 中村�伸

日本画像医学会 中山英二 金田�隆、箕輪和行

日本口腔診断学会 角�忠輝 飯久保正弘

日本口腔内科学会 飯久保正弘

日本放射線腫瘍学会 三浦雅彦

全国歯科大学・歯学部附属病院診療放射線技師連絡協議会 鹿島英樹※ 三島�章、富里�博

日本口腔腫瘍学会 小椋一朗 林�孝文、三浦雅彦

日本口腔インプラント学会 内藤宗孝※ 河合泰輔

日本デジタル歯科学会 金田�隆

IADR 後藤多津子

（７）この法人の目的を達成するために必要なその他の事業（角�美佐）

財務委員会 櫻井�孝
金田�隆、村上秀明、森本泰宏、林�孝文、
角�美佐

倫理委員会 田中良一 中山英二、音成�(山本)�実佳、関�健次、村上秀明

利益相反委員会 田口�明 吉浦一紀、泉�雅浩

規約検討委員会 原田卓哉� 勝又明敏、末井良和、泉�雅浩、香西雄介

選挙管理委員会 森本泰宏 村上秀明、新井嘉則、三浦雅彦、田中達朗�

※指名理事

渉外委員会 新井嘉則

編集委員会 村上秀明�

教育委員会 柿本直也

認定委員会 三浦雅彦

森本泰宏、柿本直也、小椋一朗（副編集長）
村上秀明（編集長）、

五十嵐千浪、木瀬祥貴
内藤宗孝、高橋伸年、秋山広徳、
田口�明、田中良一、柿本直也、
中山英二、浅海淳一、森本泰宏、



 

特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会 

定  款 
 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（略称を日歯放）と称し、英文では The 

Japanese Society for Oral and Maxillofacial Radiology と表記する。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、歯科放射線学及びこれに関連する学術研究の促進を図る事業を通して、歯科放射線学

の進歩普及を図り、もって学術及び医療の進展に寄与することを目的とする。 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

（２）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

（３）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

（事業の種類） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 

（１）学術大会等の学術的会合開催 

（２）学会誌及び図書等の発刊 

（３）歯科放射線に関する調査研究 

（４）歯科放射線に関する教育及び啓発活動 

（５）歯科放射線に関する専門医等の認定基準の策定、公表及び各種資格認定 

（６）国内外の歯科関係学術諸団体との提携 

（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会員 

(種別) 

第６条 この法人の会員は次の５種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」という。）上

の社員とする。 

（１）正会員 この法人の目的に賛同して入会する個人 

（２）図書館会員 この法人の目的に賛同し公益を目的とする各種機関の図書館 

（３）賛助会員 この法人の進展に協力する法人、団体及び個人 

（４）名誉会員 この法人又は歯科医学に多大の功労のあった個人 

（５）終身会員 この法人の運営に功績のあった個人 

（入会） 

第７条 正会員、図書館会員及び賛助会員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 正会員、図書館会員及び賛助会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書に

より、理事会に申し込むものとし、理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

３ 理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその

旨を通知しなければならない。 

４ 名誉会員及び終身会員は、細則に定める基準により理事会の議を経、理事長がこれを推薦して会員と

なる。 

(入会金及び会費) 

第８条 名誉会員及び終身会員以外の会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければな

らない。 

(会員の資格の喪失) 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

（１）退会届の提出をしたとき 

（２）本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき 

（３）継続して１年以上会費を滞納し督促に応じないとき 

（４）除名されたとき 
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(退会) 

第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 

(除名) 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができ

る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

（１）この定款に違反したとき 

（２） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 

（入会金及び会費の不返還） 

第 12 条 既に納入した入会金及び会費は、これを返還しない。 

 

第４章 役員等 

（種別及び定数） 

第 13 条 この法人に次の役員を置く。 

（１）理 事 ３０人以上３５人以下 

（２）監 事 １人以上２人以下 

２ 理事のうち、理事長及び副理事長、学術大会会長、次期学術大会会長、秋季学術大会会長及び次期秋

季学術大会会長をそれぞれ１人置き、常任理事を数名置く。 

（選任等） 

第 14 条 理事は、正会員の中から、代議員の投票により選出する。 

２ 理事長は、理事の互選により、理事会で選任する。 

３ 副理事長及び常任理事は、理事長が理事の中から指名する。 

４ 学術大会会長、次期学術大会会長、秋季学術大会会長及び次期秋季学術大会会長は、理事会で選任す

る。 

５ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超えて含

まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれ

ることになってはならない。 

６ 法第 20 条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。 

７ 監事は、正会員の中から理事会で推挙し、総会で選任する。 

８ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

（職務） 

第 15 条 理事長は、この法人を代表し、会務を掌理する。 

２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 

３ 理事長は、会務の執行のため、理事会の議を経て、常任理事による常任理事会を諮問機関として設置

する。 

４ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行

する。 

５ 学術大会会長は、学術大会を主宰し、次期学術大会会長は次年度の学術大会の準備をする。なお、学

術大会とは歯科放射線学に関するすべての学術・臨床に関する研究発表・討論を行うもので、１年に

１回開催する。 

６ 秋季学術大会会長は秋季学術大会を主宰し、次期秋季学術大会会長は、次年度の秋季学術大会の準備

をする。なお、秋季学術大会とは、学術大会を補完して歯科放射線学の学術・臨床の研究発表・討論

や技能研修を行うもので、1 年に 1 回開催する。 

７ 常任理事は、理事会の議案審議を円滑にするため、常任理事会を構成し、理事会の準備をする。 

８ 理事は理事会を構成し、法令、定款及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 

９ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１）理事の業務執行の状況を監査すること 

（２）この法人の財産の状況を監査すること 

（３）前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款

に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること 

（４）前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること 

（５）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の

招集を請求すること 

（任期等） 

第 16 条 学術大会会長、次期学術大会会長、秋季学術大会会長及び次期秋季学術大会会長以外の役員の任

期は２年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。ただし、

再任は妨げない。 
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２ 学術大会会長、次期学術大会会長、秋季学術大会会長及び次期秋季学術大会会長の任期は１年とし、

選任された年の定例総会終結時より次期定例総会の終結時までとする。また、再任は妨げない。 

３ 前各項の規定にかかわらず、監事を総会で選任するため、後任の監事が選任されていない場合に限り、

定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。 

４ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期

間とする。 

５ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならな

い。 

６ 前５項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

（欠員補充） 

第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充し

なければならない。 

（解任） 

第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、学術大会会長、次期学術大会会長、秋季学術大

会会長及び次期秋季学術大会会長は理事会において、その他の理事及び監事は総会において、それ

ぞれ出席者総数の３分の２以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員

に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 

（１）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき 

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき 

（報酬等） 

第 19 条 役員は、報酬を受けることができない。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

（事務局） 

第 20 条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことがで

きる。 

２ 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。 

３ 前２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 

（委員会、専門部会及び地方会） 

第 21 条 この法人は必要に応じ、委員会、専門部会及び地方会を設けることができる。 

２ 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 

（代議員） 

第 22 条 この法人に、70 名以上 80 名以下の代議員を置く。 

２ 代議員は、代議員会を組織し、理事の選出等において理事長の諮問に応える。 

３ 代議員は、原則として継続 3 年以上の正会員の中から、正会員の投票により選出する。 

４ 前３項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

第５章 会議 

（種別） 

第 23 条 この法人の会議は、総会及び理事会の２種とする。 

２ 総会は、定例総会及び臨時総会とする。 

（構成） 

第 24 条 総会は、正会員をもって構成する。 

２ 理事会は、理事をもって構成する。 

（権能） 

第 25 条 総会は、以下の事項について議決する。 

（１）定款の変更 

（２）解散 

（３）合併 

（４）会員の除名 

（５）入会金及び会費の額 

（６）監事の選任、学術大会会長、次期学術大会会長、秋季学術大会会長及び次期秋季学術大会会長以外

の役員の解任、職務及び報酬 

（７）事業報告及び決算 

（８）その他運営に関する重要事項 

２ 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。 
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（１）総会に付すべき事項 

（２）総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３）その他この法人の運営に関する必要な事項 

（開催） 

第 26 条 定例総会は、毎年１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき 

（２）正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があっ 

たとき 

（３）第 15 条第 9 項第 4 号の規定に基づいて、監事が招集するとき 

３ 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）理事長が必要と認めたとき 

（２）理事総数の３分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき 

（３）第 15 条第 9 項第 5 号の規定に基づいて、監事から招集の請求があったとき 

（招集） 

第 27 条 前条第２項第３号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から 60 日以内に

臨時総会を招集しなければならない。また、前条第３項第２号及び第３号の規定により請求があった

ときは、その日から１０日以内に理事会を招集しなければならない。 

３ 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なく

とも５日前までに通知しなければならない。 

（運営方法） 

第 28 条 会議の運営方法は、この定款に定めるもののほか、別に規則を定めることができる。 

（議長） 

第 29 条 総会の議長は出席した正会員の互選により選出し、理事会の議長は理事長とする。 

（定足数） 

第 30 条 総会は、正会員総数の３分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

２ 理事会は、理事総数の３分の２以上の出席がなければ開会することができない。 

（議決） 

第 31 条 会議における議決事項は、第２７条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会においては出席した正会員又は理事会におい

ては理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

３ 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電

磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったもの

とみなす。 

（表決権等） 

第 32 条 総会における正会員及び理事会における理事（以下「構成員」という。）の表決権は、平等なるも

のとする。 

２ やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面又は

電磁的方法をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決

を委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した構成員は、前２条、次条第１項及び第 45 条の適用については、総会又は

理事会に出席したものとみなす。 

４ 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。 

（議事録） 

第 33 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）構成員総数及び出席者数（書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっ

ては、その数を付記すること。） 

（３）審議事項 

（４）議事の経過の概要及び議決の結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人が記名押印又は署名した上、こ

の議事録をこの法人の事務所において５年間備え置く。 

３ 前 2 項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的方法による同意の意思表示をしたことによ

り、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなけ
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ればならない。 

 （１）総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

（２）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

（３）総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数 

（４）議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

第６章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第 34 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１）財産目録に記載された資産 

（２）入会金及び会費 

（３）寄付金品 

（４）財産から生じる収益 

（５）事業に伴う収益 

（６）その他の収益 

（資産の区分） 

第 35 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 

（資産の管理） 

第 36 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 

（会計の原則） 

第 37 条 この法人の会計は、法第２７条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

（会計の区分） 

第 38 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。 

（事業計画及び予算） 

第 39 条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の承認を

得なければならない。 

（暫定予算） 

第 40 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会 

の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。（予算の追加及び更正） 

第 41 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正

をすることができる。 

（事業報告及び決算） 

第 42 条 この法人の事業報告書、活動計画書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業

年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議を経て、総会の議決を得

なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

（事業年度） 

第 43 条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（臨機の措置） 

第 44 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄

をしようとするときは、理事会の議決を経なければならないものとし、総会に報告することとする。 

 

第７章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第 45 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の議決を経、

かつ、法第２５条第３項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。 

２ この法人が定款を変更（前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。）したと 

きは、所轄庁に届け出なければならない 

（解散） 

第 46 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

（１）総会の決議 

（２）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

（３）正会員の欠亡 

（４）合併 

（５）破産手続開始の決定 
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（６）所轄庁による認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なければ

ならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

（残余財産の帰属） 

第 47 条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに残存する財産は、

法第 11 条第 3 項に規定する法人のうちから総会において議決したものに譲渡する。 

（合併） 

第 48 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ、

所轄庁の認証を得なければならない。 

 

第８章 公告の方法 

（公告の方法） 

第 49 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、法第 28 

条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の公衆の見やす 

い場所に掲示する方法により行う。 

 

第９章 雑則 

（細則） 

第 50 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議を経て、理事長がこれを定めることができる。 

附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。 

理事長 神田 重信 

会 長 谷本 啓二 

次期会長 土持 眞 

臨床画像大会会長 有地 榮一郎 

臨床画像大会次期会長 笹野 高嗣 

理 事 岡野 友宏、鹿島 勇、岸 幹二、中村 太保、藤下 昌己、古川 惣平 

監 事 古跡 養之眞、佐々木 武仁 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、成立の日から平成 18 年  

3 月 31 日決算に係る定例総会終結の時までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第３９条の規定にかかわらず、設立総会の定めると

ころによるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第４３条の規定にかかわらず、成立の日から平成 17 年 3 月 31 日

までとする。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

（１）正会員 入会金 1,000 円 年会費 10,000 円 

（２）図書館会員 入会金 1,000 円 年会費 10,000 円 

（３）賛助会員 入会金 1,000 円 年会費一口 50,000 円（一口以上） 

附 則 

１ この定款は、東京都より定款変更認証を受けた平成 17 年 6 月 30 日より施行する。 

附 則 

１ この定款は、東京都知事の認証のあった日（平成 23 年 3 月 29 日）から施行する。 

附 則 

１ この定款は、東京都知事の認証のあった日（令和 3 年 9 月 27 日）から施行する。 

 

 

 

特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会 

定款施行細則 
（名誉会員及び終身会員の資格） 

第１条 名誉会員の称号は次の号のいずれかに該当する者に授与する。 

（1）役員として通算 10 年以上この法人又は歯科医学に功労があった者 

（2）この法人の理事長として、職責を果たした者 

（3）第 1 号に定める役員年数に達しないが、この法人又は歯科医学に多大の功労があった者 
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  ２ 終身会員の称号は次の号のいずれかに該当する者に授与する。 

（1）各種委員会委員として職責を果たし、通算 20 年以上この法人の運営に功績があった者 

（2）第 1 号に定める年数に達しないが、この法人の運営に功績が顕著であった者 

（3）正会員として 30 年以上活動し、この法人の運営に功績のあった満 63 歳以上の者 

（名誉会員及び終身会員の称号の授与） 

（理事の定年） 

第２条  

 

 

 

２  

 

（理事の選出） 

第３条 理事は代議員の投票により、正会員の中で理事の被選挙権有資格者の中から30名を選出する。 

なお、理事の被選挙権については、代議員の被選挙権有資格者の中で理事決定の年度末時点で、

満64歳以下の者とする。

 

  

２

 

前項により選出された理事会は、さらに５名以内の理事を選任することができる。

 

（理事長の再任） 

第５条 理事長の再任は、引き続き３選までとする。 

（常任理事会） 

第６条 常任理事会は理事長、副理事長及び常任理事により構成される。 

（地方会） 

第７条 定款第 21 条の規定に基づいて地方会を置き、本学会九州地方会、関西地方会、関東地方会、北日 

本地方会と称する。 

２ 各地方会規則等は、本学会定款ならびに定款施行細則に抵触しない範囲内で地方会毎に定める。 

３ 地方会の学術集会は, 年 1 回以上これを開くものとする。 

４ 地方会の運営上必要な事項は各地方会において定める。 

（代議員への諮問） 

第８条 理事長は諮問に応じた助言を求めるために代議員を招集することができる。 

（代議員の任期） 

第９条  代議員の任期は２年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。

ただし、再任を妨げない。 
  ２ 代議員に欠員が生じた場合には、補充できる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。 
  ３ 欠員となった代議員を補充する場合には、当該代議員選出時の選挙における次点者をもってこれに 

充てる。 

附 則   

  １ 本細則の変更は定款第 50 条に従う。 

  ２ 本細則は、平成 17 年 5 月 12 日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成 18 年 5 月 12 日から施行する。 

２ 第 1 条の名誉会員及び終身会員の資格は、旧日本歯科放射線学会に引き続き特定非営利活動法人

日本歯科放射線学会発足後にも継続される。 

附 則 この改正は、平成 21 年 5 月 28 日から施行する。 

附 則 この改正は、平成 21 年 10 月 24 日から施行する。 

附 則 この改正は、平成 25 年 11 月 1 日から施行する。 

附
 
則

 
この改正は、平成 30 年 10 月 12 日から施行する。

  

 
特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会 

学術集会委員会規則 
（設置）                 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会に、定款第 5 条第 1 項第 1 号及び定款第 21 条に基づき、

学術集会委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織し,理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）学術大会会長, 前会長、次期会長及び次々期会長 
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理事の定年は65歳とし、任期はその年齢に到達した年度の次期定例総会の終結時までとする。た

だし、大学等教育機関に所属する理事の定年は、理事会の承認を得た上で、教授相当職の終了す

る時点まで延長することができる。なお、本項における教授相当職とは、歯科放射線学の教育を

担当する講座・教室の常勤の主宰者を指す。

第  2  条の理事の定年は満  65  歳であるが、理事会の承認を得た上で、理事長の指名により延ばす

ことができる。

（理事長の選出）

第４条 理事長は理事の投票により、正会員の中で理事長の被選挙権有資格の中から1名を選出する。 
なお、理事長の被選挙権については、新たに選出された被選理事の中で、理事長の就任年度
末時点で64歳以下の者とする。

附 則 この改正は、令和  7 年  5 月 30 日から施行する。



 

（3）秋季学術大会会長, 前会長、次期会長及び次々期会長 

（4）理事会幹事 1 名 

（5）前各号に掲げる者以外で委員長が特に必要と認めた者 

２ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。  

（理事長の出席） 

第３条 理事長は委員会に出席して説明し、また意見を述べることができる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。

ただし、委員に欠員が生じた場合の補充の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（審議事項） 

第５条 委員会は、次の各号に掲げる年次学術大会の企画及び運営に関連する事項を審議する。 

（1）歯科放射線学に関する学術大会 

（2）歯・顎・顔面の画像診断学に関する秋季学術大会 

（会議） 

第６条 委員会には、委員長を置き、委員長には第 2 条第 1 号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は, 委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは, あらかじめ委

員長の指名した者が当該職務を代行する。  

３ 委員の中から副委員長を指名することができる。 

４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第７条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第８条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 １ この規則は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

２ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会臨床画像大会運営委員会規

則・細則（平成 16 年 9 月 17 日制定）は廃止する。 

 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

編集委員会規則 
（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会に、定款第５条第１項第２号及び定款第 21 条に基づき、

和文誌ならびに英文誌の編集委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は, 次の各号に掲げる委員によって組織し，理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された和文誌「歯科放射線」編集長  

（2）前号の編集長が推薦して理事会が承認した和文誌「歯科放射線」編集委員若干名及び編集長

補佐 

（3）理事会で選任された英文誌「Oral Radiology」編集長(Editor-in-Chief)  

（4）前号の編集長が推薦して理事会が承認した英文誌「Oral Radiology」副編集長(Associate 

Editor)若干名及び編集長補佐(Assistant Editor) 

（国際編集委員会） 

第３条 英文誌編集長は、国際編集委員会を次の各号に掲げる委員により構成することができる。 

（1）第 2 条第 3 号の委員 

（2）第 2 条第 4 号の委員 

（3）第 2 条第 4 号以外の委員 若干名 

（小委員会） 

第４条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（任期）    

第５条 委員の任期は２年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

 ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 
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第６条 委員会は、和文誌「歯科放射線」及び英文誌「Oral Radiology」の編集・発行に関する事項を審議

し、決定する。 

２ 各編集長は各々の雑誌の編集を担当し，各編集長補佐は編集を補助する。 

３ 各編集長及び英文誌副編集長は論文の審査のため，その都度査読者を委嘱することができる。 

４ 各編集長は病理学顧問(Pathological Consultant)を委嘱することができる。 

（会議） 

第７条 委員会には、委員長を置き、委員長には第２条第１号又は第３号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員

長の指名した者が当該職務を代行することができる。   

４ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（規則の改正） 

第８条 この規則の改正は、 理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。 

附 則 １ この改正は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

２ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会編集委員会細則（平成 16 年 9

月 17 日制定）は廃止する。 

附 則 この改正は、平成 21 年 10 月 24 日から施行する。 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

広報委員会規則 
（設置）                

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会に、定款第 5 条第 1 項第 2 号及び定款第 21 条に基づき、

広報委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は, 次の各号に掲げる委員によって組織し, 理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した者 1 名 

（3）前各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

２ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め, 意見を聞くことができる。 

（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

  ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。  

（業務） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる広報活動を通じて、会員の情報伝達・交流並びに社会への発信を行う。 

（1）ニューズレター（年４～６回）の発行 

（2）ホームページの編集・管理 

（会議） 

第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第２条第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委

員長の指名した者が当該職務を代行する。  

３ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第７条 この規則の改正は、 理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。 

附 則 １ この改正は、平成 20 年 5 月 16 から施行する。 

２ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会広報委員会細則（平成 16 年 9

月 17 日制定）は廃止する。 
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（業務）



 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

保険委員会規則 
（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（以下「本学会」という。）に、定款第 5 条第 1 項第 3 号

及び定款第 21 条に基づき、保険委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は、 次の各号に掲げる委員によって組織し、理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した委員 若干名 

（3）各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

  ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第４条 委員会は、中央社会保険医療協議会の診療報酬や医療保険の給付範囲に関する情報収集と本学会関

係の保険点数の適正化の検討を行う。 

（会議） 

第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第 2 条第 1 号の委員をもって充てる。 

  ２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

  ３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員

長の指名した者が当該職務を代行することができる。 

  ４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

  ５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第７条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。 

附 則 １ この改正は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

２ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会医療経済委員会規則・細則（平

成 16 年 9 月 17 日制定）は廃止する。 

 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

医療情報委員会規則 
（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会に、定款第 5 条第 1 項第 3 号及び定款第 21 条に基づき、

医療情報委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織し、理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した委員 約 5 名 

（3）各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

  ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第４条 委員会は、全医療情報の電子化さらに統合化のために、歯科における医用画像情報の運用と管理の

現状を把握し、他の医療情報との効率的かつ有機的な連携に向けての検討を行う。 

（会議） 

第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第２条第１号の委員をもって充てる。 

 ２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

  ３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員
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長の指名した者が当該職務を代行することができる。 

  ４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

  ５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第７条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

放射線防護委員会規則 
（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会に、定款第 5 条第 1 項第 3 号及び定款第 21 条に基づき、

放射線防護委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織し、理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した委員 約 7 名 

（3）各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

  ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第４条 委員会は、歯科診療における放射線防護の適正な運用を審議する。 

（会議） 

第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第 2 条第 1 号の委員をもって充てる。 

  ２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

  ３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員

長の指名した者が当該職務を代行することができる。 

  ４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

  ５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第７条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。 

附 則 １ この改正は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

２ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会放射線防護委員会細則（平成

16 年 9 月 17 日制定）は廃止する。 

 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

用語委員会規則 
（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会に、定款第 5 条第 1 項第 3 号及び定款第 21 条に基づき、

用語委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織し、理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した委員 約 5 名 

（3）各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 
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（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

  ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第４条 委員会は、歯科放射線学及び歯科診療に関する学術情報の収得と学術用語の策定を行う。 

（会議） 

第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第 2 条第 1 号の委員をもって充てる。 

  ２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

  ３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員

長の指名した者が当該職務を代行することができる。 

  ４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

  ５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第７条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。 

附 則 １ この改正は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

２ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会学術情報・用語委員会規則・

細則（平成 16 年 9 月 17 日制定）は廃止する。 

 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

歯科放射線診療ガイドライン委員会規則 
（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会に、定款第 5 条第 3 号及び定款第 21 条に基づき、歯科放

射線診療ガイドライン委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織し、理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した委員 約 7 名 

（3）各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

  ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第４条 委員会は、歯科放射線診療における画像検査のＥＢＭ（evidence based medicine)に基づくガイド

ラインの策定を行う。 

（会議） 

第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第 2 条第 1 号の委員をもって充てる。 

  ２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

  ３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員

長の指名した者が当該職務を代行することができる。 

  ４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

  ５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第７条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第８条この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 
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特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

教育委員会規則 
（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会に、定款第 5 条第 1 項第 4 号及び定款第 21 条に基づき、

教育委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織し、理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した委員 約 7 名 

（3）各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

  ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第４条 委員会は、次の号に掲げる歯科放射線学及び歯科診療に関するカリキュラムの立案、実施、評価及

び管理を行う。 

（1）卒前教育 

（2）卒直後教育 

（3）専門領域 

（4）歯科医師生涯学習 

（会議） 

第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第 2 条第 1 号の委員をもって充てる。 

  ２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

  ３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員

長の指名した者が当該職務を代行することができる。 

  ４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

  ５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第７条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。 

附 則 １ この改正は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

２ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会教育研修委員会規則・施行細

則（平成 16 年 9 月 17 日制定）は教育委員会規則に統合される。 

３ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会教育委員会細則（平成 16 年 9

月 17 日制定）は廃止する。 

   

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

認定委員会規則 
（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会に、定款第 5 条第 1 項第 4 号及び定款第 21 条に基づき、

認定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織し、理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した委員 約 5 名 

（3）各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

  ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第４条 委員会は、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会専門医制度を検討し、試験問題の作成、実施、
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評価及び管理を行う。 

２ 委員会は、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会「歯科放射線准認定医」制度を検討し、試験問

題の作成、実施、評価及び管理を行う。 

３ 前項の制度に関する規則・施行細則は別に定める。  

第４条 委員会には、委員長を置き、委員長には第 2 条第 1 号の委員をもって充てる。 

  ２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

  ３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員

長の指名した者が当該職務を代行することができる。 

  ４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

  ５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第７条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。 

附 則 １ この改正は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

２ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会認定委員会細則（平成 16 年 9

月 17 日制定）は廃止する。 

附 則 ３ この改正は、平成 28 年 6 月 7 日から施行する。 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

渉外委員会規則 
（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会に、定款第 5 条第 1 項第 5 号及び定款第 21 条に基づき、

渉外委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織し、理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した委員 若干名 

（3）各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

  ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第４条 委員会は、次の号に掲げる国内外の歯科関係及び本学会に関連する学術団体との情報交換や提携を

行い、国際協力と援助を計る。 

（1）国際歯顎顔面放射線学会（IADMFR） 

（2）アジア口腔顎顔面放射線学会議（ACOMFR） 

（3）口腔三学会連携協議会（社団法人日本口腔外科学会・特定非営利活動法人日本歯科放射線学

会・特定非営利活動法人日本臨床口腔病理学会）  

（4）理事会が必要と認めた学術団体 

（会議） 

第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第 2 条第 1 号の委員をもって充てる。 

  ２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

  ３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員

長の指名した者が当該職務を代行することができる。   

  ４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

  ５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第７条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第８条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 
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附 則 この規則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。 

附 則 １ この改正は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

    ２ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会国際渉外委員会（平成 16 年

9 月 17 日制定）から改称する。 

３ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会国際渉外委員会細則（平成 

     16 年 9 月 17 日制定）は廃止する。 

 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

財務委員会規則 
（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（以下「本学会」という。）に、定款第 5 条第 1 項第 6 号

及び定款第 21 条に基づき、財務委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織し、理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した委員 若干名 

（3）各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

  ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第４条 委員会は、本学会の財務に関する事項を審議し、必要に応じて事業計画の変更の勧告を行う。 

（会議） 

第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第２条第１号の委員をもって充てる。 

  ２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

  ３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員

長の指名した者が当該職務を代行することができる。 

  ４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

  ５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第７条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

学術委員会規則 
（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会に、定款第 5 条第 1 項第 6 号及び定款第 21 条に基づき、

学術委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織し、理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した委員 約 6 名 

（3）各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

   ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第４条 委員会は、次に掲げる顕彰事業及び学術資金の運用を審議する。 

（1）学会賞の推薦 

（2）名誉会員並びに終身会員の推薦 
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（3）その他の推薦 

  ２ 顕彰事業施行規則及び学術基金運用規則は別に定める。  

第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第２条第１号の委員をもって充てる。 

  ２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

  ３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員

長の指名した者が当該職務を代行することができる。 

  ４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

  ５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第７条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。 

附 則 １ この改正は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

２ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会認定委員会細則（平成 16 年 9

月 17 日制定）は廃止する。 

 

 

 

 

 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

規約検討委員会規則 
（設置）                 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会に、定款第 5 条第１項第 6 号及び定款第 21 条に基づき、

規約検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は, 次の各号に掲げる委員によって組織し, 理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 1 名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した者 1 名 

（3）前各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

２ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。  

（業務） 

第４条 委員会は、理事会の諮問を受け、次の各号に掲げる事項を審議し、理事会に上程する。 

（1）定款並びに定款施行細則 

（2）定款第 5 条及び定款第 21 条に基づき、会務運営のため設けられた各種委員会の規則並びに

細則 

（3）選挙制度の変更提起と案の策定 

（4）その他の規約に関する事項 

（会議） 

第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第 2 条第 1 号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員

長の指名した者が当該職務を代行する。  

３ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

４ 委員長は、委員会に委員以外の者を幹事に指名することができる。 

５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第７条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第８条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めること ができる。 
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附 則 この規則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。 

附 則 １ この改正は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

２ この規則の制定に伴い、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会規約検討委員会細則（平成 16

年 9 月 17 日制定）は廃止する。 

 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

倫理委員会規則 

（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（以下「本学会」という。）に、定款第5条第6号及び定款 

第21条に基づき、倫理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織し、理事長が委嘱する。 

（1）理事会で選任された理事 １名 

（2）委員長が推薦して理事会が承認した委員 若干名 

（3）各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

（任期） 

第３条 委員の任期は2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第４条 委員会は、本学会における研究活動がヘルシンキ宣言の趣旨および各種倫理指針に沿って正しく実

施されることを指導、支援する。 

（会議） 

第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第２条第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員 

長の指名した者が当該職務を代行することができる。 

４ 委員長は、委員以外の者を委員会幹事に指名することができる。 

５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第７条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成23 年5 月25 日から施行する。 

 

 
特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

利益相反委員会規則 
（設置） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（以下「本学会」という。）に、定款第 5 条第 1 項第 7 号

及び定款第 21 条に基づき、利益相反委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（構成等） 

第２条  委員会は、次の各号に掲げる委員によって組織し、理事長が委嘱する。 

    （1）理事会で選任された理事 １名 

    （2）委員長が推薦して理事会が承認した委員 若干名 

    （3）各号に掲げる委員以外で委員長が特に必要と認めた者 

（任期）    

第３条 委員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。 

  ２ 委員は理事の改選の都度改めて選任する。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第４条 委員会は、本学会および本学会会員の利益相反に関する事項を審議するとともに、利益相反を適正 

に管理するために必要な助言、指導を行う。 

（会議） 
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第５条 委員会には、委員長を置き、委員長には第２条第１号の委員をもって充てる。 

 ２ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 

 ３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員 

長の指名した者が当該職務を代行することができる。 

  ４ 委員長は、委員以外の者を委員会幹事に指名することができる。 

  ５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。 

（規則の改正） 

第７条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は別に定めることができる。 

附 則 この規則は、平成 27 年 6 月 7 日から施行する。 
 

 

 

特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会 

顕彰事業施行規則 
 

第１条 この規則は，特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（以下「本学会」という。）定款第 5 条第 1

項第 6 号及び学術委員会規則第４条第２項に基づく本学会の顕彰事業について定める。 

第２条 学術上の優秀な業績及び本学会の発展に多大な功績のあった者に対して，特定非営利活動法人日本

歯科放射線学会学会賞（以下「学会賞」という。）を授与する。 

第３条 学会賞の種類は次の４賞とする。 

（1）優秀ポスター賞 

（2）学術奨励賞 

（3）優秀論文賞 

（4）特別賞 

（5）功労賞 

第４条 前条の各学会賞の内容は次の通りとする。 

（1）優秀ポスター賞 

本学会総会のポスター発表において優秀な発表と認められ，今後さらなる研究発表が期待され 

る者。 

（2）学術奨励賞 

学会機関誌（歯科放射線，Oral Radiology）を対象とした原著論文において優秀と認められ、

本学会において今後のさらなる研究発展が期待される者 

（2）優秀論文賞 

歯科放射線学に関連する研究において、先進的かつ独創的な論文の発表者 

（3）特別賞 

歯科放射線医療および技術の進歩発展に寄与し、社会的貢献度が顕著であると認められた者 

（4）功労賞 

長年にわたって、本学会の発展に多大な功績のあった者 

第５条 受賞者の選考は学術委員会によって行い、理事会の承認を得るものとする。 

第６条 顕彰事業に関する施行細則は別に定める。 

第７条 この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。 

附 則 この規則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。 

附 則 この改正は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 
附 則 この改正は、平成 27 年 6 月  7 日から施行する。 

 

 

特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会 

顕彰事業施行細則 
 

第１条 この細則は、本学会顕彰事業施行規則第 6 条により学会賞等の選考方法について定める。 

第２条 選考対象者は以下の通りとする。 

（1）各賞選考対象者は以前にその賞を受賞していない者を原則とする。 
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第３条  

附 則   

この細則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。２

 
 

 

 

 

特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会 

学術基金運用規則 
 

第１条 この規則は、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（以下「本学会」という。）定款第 5 条第 1

項第 6 号及び学術委員会規則第４条第２項に基づく本学会の学術基金運用について定める。 

第２条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会学会賞（以下「学会賞」という。）受賞者に対し、 

第３条 副賞と副賞を授与する学会賞は次の 3 賞とする。 

（1）学術奨励賞 

（2）優秀論文賞 

（3）特別賞 

第４条 受賞者の選考は、学術委員会によって行うものとする。 

第５条 学術基金に関する運用細則は別に定める。 

この規則の改正は、理事会の承認を必要とする。第６条

この規則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。附 則

この改正は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。附 則

この改正は、平成 27 年 6 月  7 日から施行する。附 則

 

 

特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会 

学術基金運用細則 
 

この細則は、本学会学術基金運用規則第 5 条により学会賞の副賞の内容について定める。第１条

第２条 学会賞に対する副賞は次に掲げる額とする。 

10 万円（1）学術奨励賞

（2）優秀論文賞  10 万円 

（3）特別賞    20 万円 
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（2）優秀ポスター賞は正会員であり原則として2名までとする。

（3） 学術奨励賞の選考対象者は  40  歳未満（論文発行日）で  3  年以上継続して正会員である者とす

る。

（4） 優秀論文賞選考対象論文は英文誌に限り、対象者は  5  年以上、特別賞選考対象者は  10  年以上

継続して正会員である者とする。

（5）  学術奨励賞、優秀論文賞の選考対象者は、選考の行われる前年（1月1日～12月31日）に公表

された論文の筆頭著者とする。

（6）  学術奨励賞、優秀論文賞の選考対象論文が共著論文であった場合、筆頭著者は他の共著者か

らの同意を得て所定の同意書を学術委員会に提出しなければならない。

（7）学術奨励賞、優秀論文賞の選考対象者は自薦，他薦を問わない。

（8）特別賞選考対象者は理事の推薦による。

（9）功労賞選考対象者は会員の推薦による。

優秀論文賞、学術奨励賞の応募要領については別に定める。

１  この細則の改正は、施行規則第  7  条に従う。

附  則
附  則
附  則
附　則

この改正は、平成  20  年  5  月 16  日から施行する。

この改正は、平成  27  年  6  月  7  日から施行する。

この改正は、令和 3 年  5  月 21  日から施行する。

この改正は、令和 7 年 4 月   8日から施行する。

    

 附　則 この改正は、令和 7 年 5 月  30日から施行する。

　　

選考に当たっての申し合わせ事項
（1）選考は審査委員の採点後,結果を委員会で合議の上,決定する。

（2）学術委員会委員本人が共著者である場合，又は委員の所属機関から提出された論文に対しては採点に
  参加しない。

（3）表彰は原則として賞の種類を明記した表彰状を授与して行うものとする。

（4）表彰は総会・学術大会期間中に行うものとする。

（5）優秀論文賞受賞者は，本学会の要請に応じ、その年の学術大会において受賞講演を行うものとする。
 優秀ポスター賞の選考対象は,「学会」本会の第一日目 （理事会などのある前日ではなく）に40歳未満の者
  が対象である。

（6）



附 則  

  １ この細則の改正は、学術基金運用規則第９条に従う。 

  ２ この細則は、平成 16 年 9 月 17 日から施行する。 

附 則 この改正、平成 20 年 5 月 16 日より施行する。 

附 則 この改正は、平成 27 年 6 月  7 日から施行する。 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会  

専門医制度規則 
 

第1 章 総則 

第１条 本制度は，歯科放射線学の専門的知識と臨床技能を有し，特に画像診断をより深く行う歯科放射線

専門医（以下「専門医」という）を育成することにより，歯科放射線医療の発展と普及を図り，もっ

て国民の保健福祉の増進に寄与することを目的とする。 

第２条 前条の目的を達成するため特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（以下「学会」という。）は，

専門医・歯科放射線指導医（以下「指導医」という）・歯科放射線研修機関（以下「研修機関」とい

う）を認定するとともに，本制度の実施に必要な事業を行う。 

 

第２章 認定委員会等 

第３条 専門医・指導医・研修機関等を審査し，認定するために認定委員会を設ける。 

第４条 認定委員は, 指導医又は認定委員会が認めた会員とする。 

第５条 専門医・指導医・研修機関の認定は，認定委員会の審査により判定し，理事会の議決を経て，総会

に報告する。 

第６条 認定委員及び認定委員会に関する事項は, 別に定める。 

 

第３章 専門医の申請資格 

第７条 専門医になろうとする者は申請資格を満たした後に，専門医試験に合格しなければならない。 

２ 専門医は原則として日本歯科医師会の正会員又は準会員であることが望ましい。 

第８条 専門医試験を受ける者は，次の各号の資格をすべて満足することを要する。 

（1）日本国の歯科医師の免許を有し，良識ある人格をもつ者 

（2）学会の正会員として5 年以上継続した者 

（3）学会認定医の資格を有する者 

（4）別に定める資格を有する者 

（5）別に定める診療実績・研修実績・研究実績を有する者 

 

第４章 専門医認定の手続き 

第９条 専門医試験を受けようとする者は，別に定める申請書類に所定の申請手数料を添えて，第２章に定

める認定委員会に提出しなければならない。 

第10条 学会は試験に合格し所定の認定手数料を納付した者に認定証を交付する。  

 

第５章 指導医の申請資格 

第11条 指導医の申請を行う者は，原則として次の各号の資格をすべて満たすことを要する。 

（1）歯科放射線学に関する深い知識と豊富な経験を有する者 

（2）研修機関等における研修指導に従事し，専門医の育成を担当する資質を有する者 

（3）学会専門医資格を有し，専門医の資格取得後3年以上研修機関で常勤歯科医として研修を受けた者 

（4）10 年以上引き続いて学会会員である者 

（5）研修機関において，10 年以上歯科放射線に関する研修を受けた者 

（6）別に定める研究実績を有する者 

２ 前項の規定にかかわらず認定委員会が認めたものは，指導医の申請をすることができる。 

 

第６章 指導医認定の手続き 

第12条 指導医の認定を受けようとする者は，別に定める申請書類に所定の申請手数料を添えて，第2章に

定める認定委員会に提出しなければならない。 ただし, 申請時に満60歳を超えた者は申請手数料を

免除することができる． 
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第13条 学会は認定を受け所定の認定料を納付した者に認定証を交付する。 ただし, 申請時に満60歳を超

えた者は申請手数料を免除することができる． 

 

第７章 研修機関の申請資格 

第14条 研修機関の申請を行う機関は次の各号の資格をすべて満たすことを要する。 

（1）学会指導医が1 名以上常勤していること。 

（2）次章に定める研修カリキュラムを有すること 

（3）研修機関の具備すべき条件については別に定める。 

 

第８章 研修機関における研修カリキュラム 

第15条 研修カリキュラムは次の各号に示される目的を十分に含んでいなければならない。 

（1）歯科領域の画像診断と放射線管理のための医療技能を修得させること 

（2）歯科医師からの放射線診療に関する質問等に応じて適切な対応と指示を行うことのできる能力を

養成賦与すること 

（3）国民からの歯科領域の放射線診療に関する質問等に応じて適切な対応と指示を行うことのできる

能力を養成賦与すること 

第16条 研修カリキュラムは次の各号に準拠して編成されなければならない。 

（1）顎口腔領域の疾患の画像診断 

（2）診断に必要な画像診断機器に関する知識１ 

（3）放射線防護に関する知識と基本的な放射線管理技術 

（4）顎口腔領域の放射線腫瘍学に関する基本的な知識 

 

第９章 研修機関認定の手続き 

第17条 研修機関の指定を受けようとする診療科等の長は，別に定める申請書類を認定委員会に申請して認 

定を受けなければならない。 

 

第10章 研修協力機関 

第18条 上記の研修は主たる研修機関において行うことを原則とするが，特別な場合に限り，研修協力機関 

における研修を認めることがある。その場合，主たる研修機関の長は事前に様式12 により研修協力 

機関を認定委員会に届け出なければならない。 

 

第11章 専門医・指導医・研修機関の資格の更新 

第19条 専門医・指導医・研修機関は，5 年ごとにその資格の更新を受けなければならない。ただし，指導 

医の更新は原則として，専門医の更新と同時期に行うものとし，初回の更新は指導医の資格取得後， 

最初の専門医更新と同時に行う．  

第20条 専門医・指導医・研修機関の資格の更新には，別に定める一定の条件を満たすことを必要とする。 

 

第12章 専門医・指導医・研修機関の資格の喪失 

第21条 専門医・指導医は次のいずれかの理由により，認定委員会の議を経て，その資格を喪失する。 

（1）資格を辞退したとき 

（2）歯科医師免許を喪失したとき 

（3）学会会員の資格を喪失したとき 

（4）第19条に規定する資格の更新をしなかったとき 

（5）第20条に規定する資格の更新条件が満たされなかったとき 

（6）認定委員会で専門医・指導医として不適当と認めたとき 

第22条 研修機関の認定に関する条件が満たされなくなった場合には，研修機関の指定が取り消される場合 

がある。 

 

第13 章 補則 

第23条 本規則を変更する場合には，理事会の承認を得なければならない。 

 

附則 

１ この改正は，平成18年10月27から施行する。 

２ 旧日本歯科放射線学会で認定された認定医，指導医並びに研修機関は，特定非営利活動法人日本歯科放

射線学会発足後もその資格は有効であり，有効期限まで継続される。 

３ 旧日本歯科放射線学会及び特定非営利活動法人日本歯科放射線学会の認定医制度で認定された認定医
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は，顎口腔放射線専門医とみなす。 

附則 

１ この改正は平成19年5月10日から施行する。 

２ 旧日本歯科放射線学会で認定された認定医，指導医並びに研修機関は，特定非営利活動法人日本歯科放

射線学会発足後もその資格は有効であり，有効期限まで継続される。 

３ 旧日本歯科放射線学会及び特定非営利活動法人日本歯科放射線学会の認定医制度で認定された認定医

は, 歯科放射線科専門医とみなす。 

４ 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会の専門医制度で認定された顎口腔放射線専門医は, 歯科放射

線科専門医とみなす． 

附則 この改正は，平成19 年10月20日から施行する。 

附則 この改正は，平成20年12月1日から施行する． 

２ 本規則施行以前に学会の名誉会員又は終身会員となり，医師免許又は歯科医師免許を有する者は, 本

人が希望する場合には指導医とする． 

３ 本規則第3章第8条の規定は，平成25年度の申請から適応する． 

附則 この改正は，平成22年4月23日から施行する。 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 専門医制度施行細則 
 

第１章 総則 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会専門医制度規則（以下「規則」という）の施行にあたって，

同規則に定められた以外の事項については，この専門医制度細則（以下「細則」という）に従うもの

とする。 

 

第２章 専門医の認定 

第２条 専門医試験を受ける者は，次の各号に定める申請書類に第１７条に定める手数料を添えて，認定委

員会に提出しなければならない 。 

（1）専門医申請書（様式1） 

（2）履歴書（様式2） 

（3）歯科医師免許の写し 

（4）研修証明書（様式3） 

（5）研修カリキュラム履修記録（様式4） 

（6）歯科放射線に関する業績目録（様式5） 

（7）上記の業績を証明できる資料 

（8）診療実績を証明できる資料 

(9) 専門医機構が定める専門医共通研修受講を証明できる資料 

 

第３条 専門医試験は下記の項目について認定委員会において合否を判定する。 

（1） 筆記試験 

出題ガイドラインの範囲から多肢選択形式の問題が 50 問出題される。その 

正答率満点の 70％以上を合格とする。 

（2） 実地試験 

顎口腔領域疾患 2 症例について読影報告書を作成する。2名の評価者によって評価 

され、その平均点が満点の70％以上を合格とする。 

第４条 専門医試験を受ける者は研修機関で，歯科放射線に関する研修を受けた者で，次の各号のいずれか

に該当しなければならない。 

（1）常勤歯科医として5 年以上研修を受けた者 

（2）週1日以上の非常勤歯科医として8年以上研修を受けた者 

（3）他の専門医資格認定団体によって認定された専門医資格を有する者で常勤歯科医として3年以上の

研修を受けた者 

  （4）他の専門医資格認定団体によって認定された専門医資格を有する者で週1日以上の非常勤歯科医と

して5年以上の研修を受けた者 

第５条 専門医試験を受ける者は，次の診療実績・研修実績・研究実績を必要とする。 

（1）歯科放射線に関連する学術発表を筆頭演者として行うこと。 

（2）歯科放射線に関連する研究報告を筆頭または共同著者として学術雑誌に３編以上発表すること。

ただし，「歯科放射線」又は「Oral Radiology」掲載の筆頭著者としての論文を1編以上含むもの

とする。「Oral Radiology」掲載論文1編は2編に換算する。 
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（3）画像診断業務に従事し，読影報告書（ ）例以上を作成すること。（口腔放射線腫瘍認定医は、

外照射治療計画、小線源治療、放射線治療に関わる口腔管理を症例数として含めることができる） 

(4）歯科専門医機構が定める専門医共通研修を10単位以上履修することを要する。ただし移行期間の

2022年申請は4単位、2023年度は6単位、2024年度は8単位とする。 

(5)３号に示した中に，造影・CT・超音波・MRI・RIなどを50例以上含むこと。 

（6）放射線の物理的性質，人体への影響，安全取り扱いと管理技術，及び関連する法令などの研修を

含むこと。 

（7）口腔領域の放射線治療の適応と治療成績，及び関連する歯科的管理に関する研修を含むこと。 

 

第3章 指導医の認定 

第６条 指導医の認定を申請するものは，次の各号に定める申請書類に第１７条に示す手数料を添えて，認

定委員会に提出しなければならない。 

（1）指導医認定申請書（様式9） 

（2）履歴書（様式2） 

（3）日本歯科放射線学会10年間会員継続証明書 

（4）業績目録（様式5） 

（5）在職証明書（様式10） 

（6）研修証明書（様式11） 

（7）上記の研修・業績を証明できる資料 

第７条 指導医の認定を申請する者は次の研究実績を必要とする。 

（1）歯科放射線に関連する学術発表を，筆頭演者として10 回以上行うこと。ただし歯科放射線学会

学術大会・秋季学術大会・地方会のいずれかでの発表を５回以上含むものとする。 

（2）歯科放射線に関連する研究報告を，筆頭著者として学術雑誌に10 編以上発表すること。ただし，

「歯科放射線」あるいは「Oral Radiology」掲載論文を２編以上含むものとする。「Oral Radiology」   

掲載論文1編は2編に換算する。 

第４章 研修機関の認定 

第８条 研修機関は次の各号を満たすものでなければならない。 

（1）歯科用X 線撮影装置，パノラマX 線撮影装置，頭部X 線規格撮影装置，歯科用ディジタルX 線画

像診断装置については各1 台，及びCT 等の画像診断装置について1 台以上を有すること 

（2）読影室及び図書室を有すること 

（3）歯科放射線に関連する課題について毎月1 回以上の教育行事が定期的に行われていること 

第９条 研修機関の認定を申請する診療科等の長は，次の各号に定める申請書類を認定委員会に提出しなけ

ればならない。 

（1）研修機関認定申請書（様式6） 

（2）研修機関内容証明書（様式7） 

（3）指導医勤務に関する機関の長の証明書（様式8） 

 

第５章 専門医の更新 

第10条 専門医の資格の更新には，次の各号の基準を満たさなければならない。 

（1） 別表１に示す研修単位を 5 年間に 30 単位以上履修することを要する。ただし「歯科放射線学

会関連学会」または「歯科放射線学会が指定する研修会」への出席を 1 回以上含むこととする。

社会貢献の実績（様式 X）がある場合は専門領域研修として単位（5 単位）を加算する。 

（2） 歯科専門医機構が定める専門医共通研修を 5 年間に 10 単位以上履修することを要する。ただし

移行期間の 2022 年更新は 6単位、2023 年度は 8 単位とする。 

（3）   画像診断業務に従事し，5年間に読影報告書（  ）例以上を作成しなければならない。 

（口腔放射線腫瘍認定医は、外照射治療計画、小線源治療、放射線治療に関わる口腔管理を症 

例数として含めることができる） 

（4）  歯科放射線診療に関する診療実績報告書を提出しなければならない。 

第11条 専門医の資格を更新しようとするものは，資格が消失する日の3ヶ月前までに，次の各号に定める

申請書類に第17 条に定める手数料を添えて，認定委員会に提出しなければならない。 

（1）専門医更新申請書（様式14） 

（2）履歴書（様式2） 

（3）研修記録（様式13） 

（4）診療実績報告書（様式16） 

（5）上記の実績を証明できる資料 

(6) 専門医機構が定める専門医共通研修受講を証明できる資料 
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第12条 過去5年間で取得した単位数が、所定の研修単位数に満たない場合は、資格更新の猶予を申し出て、 

所定単位を取得後に更新の申請をすることができる。ただし猶予期間は2年間までとする。 

 

第６章 指導医の更新 

第 13 条 指導医の資格の更新には，別表 1 に示す研修単位を 5 年間に 30 単位以上履修することを要する。 

「歯科放射線学会関連学会」または「歯科放射線学会が指定する研修会」への出席を 1 回以上含むこ

ととする．ただし，更新申請時に満 60 歳を超える者は更新を必要としない． 

第14条 指導医更新申請書（様式15）に第１７条に定める手数料を添えて，資格が消失する日の3ヶ月前ま

でに，認定委員会に提出しなければならない。指導医資格取得後５年に満たないものは，細則第１

７条に定める指導医更新手数料を半額とする。 

第15条 過去5年間で取得した単位数が、所定の研修単位数に満たない場合は、資格更新の猶予を申し出て、

所定単位を取得後に更新の申請をすることができる。ただし猶予期間は2年間までとする。 

 

第７章 研修機関の更新等 

第16条 研修機関の更新を申請する診療科等の長は，資格が消失する日の3ヶ月前までに，次の各号に定め 

る申請書類を認定委員会に提出しなければならない。 

（1）研修機関更新申請書（様式１７） 

（2）研修機関内容証明書（様式7） 

（3）指導医勤務に関する機関の長の証明書（様式8） 

（4）業績目録（様式７） 

（5）上記の業績を証明できる資料 

第17条 研修機関の資格更新には，次号に定める基準を満たさなければならない 

（1）本学会の主催する学術大会・秋季学術大会・地方会において,研修機関として３演題以上の発表実

績を有すること 

（2）研修機関として歯科放射線学に関連する3編以上の学術論文を発表した実績を有すること。ただし，

「歯科放射線」又は「Oral Radiology」の掲載論文1編以上を含むこととする。「Oral Radiology」

の掲載論文１編は2編として換算する。 

第18条 過去5年間の実績が、所定の基準に満たない場合は、資格更新の猶予を申し出て、基準を満たした

後に更新の申請をすることができる。ただし猶予期間は2年間までとする。 

第19条 研修機関の指定に関する様式７又は様式８の内容に異動が生じた場合には，様式６及び異動に該当 

する様式により変更内容を遅滞なく認定委員会に提出しなければならない。 

 

第８章 手数料 

第20条 本制度の施行に係わる諸手数料は次のように定める。 

（1）専門医の認定申請手数料 20,000 円 

（2）専門医認定手数料    30,000 円 

（3）専門医の更新手数料   20,000 円 

（4）指導医の認定申請手数料 10,000 円 

（5）指導医認定手数料    10,000 円 

（6）指導医の更新手数料   10,000 円 

 

第９章 補則 

第21条 本細則を変更する場合には，理事会の承認を得なければならない。 

附 則 この施行細則は，平成 18 年 5 月 13 日から施行する。 

附 則 この改正は，平成 18 年 10 月 27 日から施行する。 

附 則 この改正は，平成 19 年 5 月 10 日から施行する。 

附 則 この改正は，平成 19 年 10 月 20 日から施行する。 

附 則 この改正は，平成 20 年 12 月 1 日から施行する。 

附 則 この改正は，平成 22 年 4 月 23 日から施行する。 

附 則 この改正は，平成 24 年 6 月 1 日から施行する。 

附 則 この改正は，平成 28 年 10 月 29 日から施行する。 

附 則 この改正は，令和 2 年 10 月 30 日から施行する。 

附 則 この改正は，令和 4 年  6 月 4 日から施行する。 
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特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

認定医制度規則 
 

第１章 総則 

第１条 本制度は，歯科医療における放射線の使用に関して，専門的知識と臨床技能を有する歯科放射線認 

   定医（以下「認定医」という）を育成することにより，歯科放射線医療の発展と普及を図り，もって 

   国民の保健福祉の増進に寄与することを目的とする。  

第２条 前条の目的を達成するため特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（以下「学会」という）は，歯 

   科放射線科認定医（以下「認定医」という）を認定するとともに，本制度の実施に必要な事業を行う。

   

第２章  認定委員会等 

第３条 認定医の認定は，学会認定委員会の審査により判定し，理事会の議決を経て，総会に報告する。  

 

第３章  認定医の申請資格 

第４条 認定医になろうとする者は, 申請資格を満たした後に，認定医試験に合格しなければならない。  

第５条 認定医試験を受ける者は，次の各号の資格をすべて満足することを要する．  

  （1）日本国の歯科医師の免許を有し，良識ある人格をもつ者  

  （2）学会の正会員として２年以上継続した者  

  （3）別に定める資格を有する者  

  （4）別に定める診療実績・研修実績・研究実績を有する者  

  

第４章 認定医認定の手続き 

第６条 認定医試験を受けようとする者は，別に定める申請書類に所定の申請手数料を添えて，認定委員会 

   に提出しなければならない。  

第７条 学会は，試験に合格し所定の認定手数料を納付した者に認定証を交付する。   

  

第５章 認定医資格の更新 

第８条 認定医は，5年ごとにその資格の更新を受けなければならない。ただし更新期限前に専門医の資格 

   を取得した場合，更新は専門医資格の更新と同時に受けなければならない。  

第９条 認定医資格の更新には，別に定める一定の条件を満たすことを必要とする。  

  

第６章 認定医資格の喪失 

第10条 認定医は次のいずれかの理由により，認定委員会の議を経て，その資格を喪失する。  

  （1）資格を辞退したとき  

  （2）歯科医師免許を喪失したとき  

  （3）学会会員の資格を喪失したとき  

  （4）第8条に規定する資格の更新をしなかったとき  

  （5）第9条に規定する資格の更新条件が満たされなかったとき  

  （6）認定委員会で認定医として不適当と認めたとき  

  

第７章 補則 

第11条 本規則を変更する場合には，理事会の承認を得なければならない。  

  

附則 １ この規則は，平成20年12月1日から施行する。  

   ２ 平成23年以前に認定された専門医は, 認定医の資格も有するものとする．  

附則 この改正は，平成22年4月23日から施行する。  

附則 この改正は，平成25年5月31日から施行する。  

附則 この改正は，平成26年6月 6日から施行する。  
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特定非営利活動法人日本歯科放射線学会  認定医制度施行細則 

  

第１章 総則 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会認定医制度規則（以下「規則」という）の施行にあたって， 

   同規則に定められた以外の事項については，この認定医制度細則（以下「細則」という）に従うもの 

   とする。  

第２章認定医の認定 

第２条 認定医試験を受ける者は，次の各号に定める申請書類に第８条に定める手数料を添えて，認定委員 

   会に提出しなければならない 。  

  （1）認定医申請書（様式１）  

  （2）履歴書（様式２）  

  （3）歯科医師免許の写し  

  （4）研修証明書（様式３）  

  （5）研修カリキュラム履修記録（様式４）  

  （6）歯科放射線に関する業績目録（様式５）  

  （7）上記の業績を証明できる資料  

  （8）診療実績を証明できる資料  

第３条 認定医試験は筆記試験とする。ただし４条２号に該当する者には、筆記試験に加えて実地試験を行 

   う。  

第４条 認定医試験を受ける者は以下のいずれかの条件を満たさなければならない。  

  （1）研修機関で2年以上の研修を受けた者  

  （2）歯科放射線准認定医の資格を有し、同資格を1回以上更新した者  

第５条 認定医試験を受ける者のうち，４条１号に該当する者は，次の診療実績・研修実績・研究実績を必 

   要とする。  

  （1）歯科放射線に関連する学術発表を筆頭演者として1回以上行うこと。あるいは学術論文を筆頭著者 

    として１編以上発表すること。  

  （2）画像診断業務に従事し，読影報告書50例以上を作成し，そのうち，20例以上は筆頭報告書として 

    報告書を作成すること。  

  （3）２号に示した読影報告書には，造影・CT・超音波・MRI・RIなどを20例以上含むこと。  

  （4）放射線の物理的性質，人体への影響，安全取り扱いと管理技術，及び関連する法令などの研修を 

    含むこと。  

  

第３章 認定医の更新 

第６条 認定医の資格の更新には，別表１に示す研修単位を5年間に30単位以上履修することを要する。 

   ただし「歯科放射線学会関連学会」または「歯科放射線学会が指定する研修会」への出席を1回以上 

   含むこととする．  

第７条 認定医の資格を更新しようとするものは，資格が消失する日の3ヶ月前までに，次の各号に定める 

   申請書類に第８条に定める手数料を添えて，認定委員会に提出しなければならない。  

  （1）認定医更新申請書（様式６）  

  （2）履歴書（様式２）  

  （3）研修記録（様式７）  

  （4）上記の実績を証明できる資料  

  

第４章 手数料 

第８条 本制度の施行に係わる諸手数料は次のように定める。  

  （1）認定医の申請手数料 10,000円  

  （2）認定医認定手数料   10,000円  

  （3）認定医の更新手数料 10,000円  

    （専門医の更新を同時に行う場合は認定医の更新手数料を含めて10,000円とする）  

  

第５章 補則 

第９条 本細則を変更する場合には，理事会の承認を得なければならない。  

  

附 則  この細則は，平成20年12月 1日から施行する。  

附 則  この改正は，平成22年 4月23日から施行する。  

附 則  この改正は，平成24年 6月 1日から施行する。  
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附 則  この改正は，平成25年 5月31日から施行する。  

附 則  この改正は，平成25年11月 1日から施行する。  

附 則  この改正は，平成26年 6月 6日から施行する。 

附 則   この改正は，平成28年 6月 7日から施行する。 

  

 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

「歯科放射線准認定医」制度規則 
 

第１章  総則 

第１条 本制度は歯科医療におけるエックス線の使用に関して，基本的な知識と技量を有する歯科医師を育 

   成することにより，安全で適正な画像検査の普及を図り，国民の保健福祉の増進に寄与することを目 

   的とする。  

第２条 前条の目的を達成するために特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（以下「学会」という）は， 

   歯科放射線准認定医（以下「准認定医」という）を認定するとともに，本制度の実施に必要な事業を 

   行う。  

  

第２章  准認定医の認定 

第３条 准認定医の認定は, 認定委員会の審査により判定し，理事会の議決を経て，総会に報告する。  

  

第３章 准認定医の申請資格 

第４条 准認定医になろうとする者は，申請資格を満たした後に，准認定医認定試験に合格しなければなら

ない。  

第５条 准認定医認定試験を受ける者は，以下の各号を満足しなければならない。  

  （1）日本国の歯科医師免許を有し，良識ある人格を持つ者  

  （2）学会の正会員である者  

  （3）准認定医認定試験の受験日から遡って1年以内に学会教育委員会主催の生涯学習研修会を1回以上

受講した者  

  

第４章 認定の手続き 

第６条 准認定医認定試験を受けようとする者は，別に定める申請書類に所定の認定申請手数料を添えて，

認定委員会に提出しなければならない。  

第７条 学会は試験に合格し所定の認定手数料を納付した者に認定証を交付する。  

  

第５章 准認定医の更新 

第８条 准認定医は3年ごとにその資格の更新を受けなければならない。  

第９条 准認定医の更新には別に定める一定の条件を満たした後に，准認定医更新試験に合格しなければな

らない。  

  

第６章 准認定医の資格の喪失 

第10条 准認定医は次のいずれかの理由により，認定委員会の議を経て，その資格を喪失する。  

  （1）資格を辞退した場合  

  （2）歯科医師免許を喪失した場合  

  （3）学会会員の資格を喪失した場合  

  （4）第８条に規定する資格の更新をしなかった場合  

  （5）第９条に規定する資格の更新条件が満たされなかった場合  

  （6）准認定医としてふさわしくない行いが認められた場合  

  

第７章 補則 

第11条 本規則を変更する場合には，理事会の承認を得なければならない。  

  

附則 この規則は，平成19年8月27日から施行する。 

附則 この改正は，平成28年6月7日から施行する。 
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特定非営利活動法人日本歯科放射線学会「歯科放射線准認定医」制度施行細則 

  

第１章 総則 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会「歯科放射線准認定医」制度規則（以下「規則」という） 

   の施行にあたって，同規則に定められた以外の事項については，この准認定医制度施行細則（以下「細 

   則」という）に従うものとする。  

  

第２章 准認定医の認定 

第２条 准認定医認定試験を受ける者は，次の各号に定める申請書類に第７条に定める手数料を添えて，認

定委員会に提出しなければならない。  

  （1）准認定医申請書(様式１)  

  （2）履歴書（様式２）  

  （3）歯科医師免許の写し  

  （4）生涯学習研修会の受講証明書  

第３条 准認定医認定試験は筆記により行い，認定委員会において合否を判定する。  

  

第３章 准認定医の更新 

第４条 准認定医を更新しようとする者は，別表１に示す研修単位を3年間に10単位以上を履修すると共に， 

   所定の課題についてレポートを提出することを要する。  

第５条 准認定医の資格を更新しようとする者は，資格が消失する日の3ヶ月前までに，次の各号の書類に

手数料を添えて，認定委員会に提出しなければならない。  

  （1）准認定医更新申請書(様式３)  

  （2）履歴書（様式２）  

  （3）研修記録（様式４）  

  （4）上記の研修を証明できる資料  

    

第４章 手数料 

第６条 本制度の施行に関わる手数料は次のように定める。  

  （1）准認定医認定申請手数料（受験料） 10,000円  

  （2）准認定医認定手数料  （交付料） 10,000円  

  （3）准認定医更新申請手数料（受験料） 10,000円  

  （4）准認定医更新手数料  （交付料） 10,000円  

  

第５章  補則 

第７条 本細則を変更する場合には，理事会の承認を得なければならない。  

  

附則 この施行細則は，平成19年 8月27日から施行する。  

附則 この施行細則は，平成20年11月19日から施行する。  

附則 この施行細則は，平成26年 6月 6日から施行する。 

附則 この改正は、平成28年6月7日から施行する。  
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別表１ 資格更新のための研修単位基準   

      単位 備考 

１．学会出席 

   

学会参加証を必要とす

る．日数，時間にかかわ

りなく一回あたりとす

る． 

 （1）歯科放射線学会関連学会（別表 2） 6  

 （2）放射線関連学会（別表 2） 5  

 （3）関連学会（別表 2） 4  

  （4）その他 歯科放射線指導医による特別講演・教

育講演等を含む学会あるいは歯科放

射線関連のシンポジウム・ワークショ

ップを含む学会で認定委員会が認め

たもの． 

3 

内容を証明する抄録等の

コピーを必要とする． 

２．研修会出席 

  

出席証明証あるいは修了

証等を必要とする．日数，

時間にかかわりなく一回

あたりとする． 

 （1） 指定する研修会（別表 2）  1 時間につき 1 単位 

  （2） 関連する研修会（別表 2）  同上  

３．学会発表 
別表 2 の学会，その他の歯科医学会専門分科会・認定

分科会および各大学主催の学内学術集会での発表で歯

科放射線に関連したものに限る． 

  内容を証明する抄録等の

コピーを必要とする． 

 （1）筆頭発表者 5  

  （2）共同発表者 1   

４．論文 
査読制度のある学術雑誌に掲載あるいは受理された論

文で，内容は歯科放射線に関連したものに限る．症例報

告および総説を含む． 

 

別刷あるいはコピーを必

要とする．受理の場合は

受理証明書を必要とす

る． 

 （1）筆頭著者 10  

  （2）共同著者 5   

５．通信教育講座   

 生涯学習教育講座（准認定医のみ） 6  
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 別表２      
１．学会  

 （１）歯科放射線学会関連学会 

   １）日本歯科放射線学会学術大会 

   ２）日本歯科放射線学会秋季学術大会 

   ３）日本歯科放射線学会地方会 

   ４）国際歯顎顔面放射線学会（ＩＡＤＭＦＲ） 

   ５）アジア口腔顎顔面放射線学会（ＡＣＯＭＦＲ） 

   

 （２）放射線関連学会 

   １）北米放射線学会 

   ２）ヨーロッパ顎顔面放射線学会 

   ３）日本医学放射線学会（地方会を含む） 

   ４）日本放射線技術学会（地方会を含む） 

   ５）日本核医学会（地方会を含む） 

   ６）日本画像医学会 

   ７）日本放射線腫瘍学会 

   ８）日本放射線影響学会 

   ９）その他 （認定委員会が認めたのも） 

   

 （３）関連学会 

   １）日本歯科医学会総会 

   ２）日本口腔外科学会（地方会を含む） 

   ３）日本臨床口腔病理学会 

   ４）日本口腔科学会（地方会を含む） 

   ５）日本口腔診断学会 

   ６）日本口腔腫瘍学会 

   ７）日本顎変形症学会 

   ８）日本顎関節学会 

   ９）IADR 

  10）日本ハイパーサーミア学会 

  11）日本口腔インプラント学会（地方会を含む） 

  12）日本顎顔面インプラント学会 

  13）日本摂食嚥下リハビリテーション学会 

  14）日本嚥下障害臨床研究会 

  15）日本骨代謝学会 

  16）その他 （認定委員会が認めたもの） 

   

 （４）その他 

   

２．研修会  

 （１）指定する研修会 

  １）日本歯科放射線学会 教育研修会 

  ２）口腔３学会合同研修会 

  ３）口腔顎顔面核医学フォーラム 

  ４）日本歯科放射線学会 生涯学習研修会 

  ５）准認定医ステップアップ講習会（准認定医の資格更新のみ） 

   

 （２）関連する研修会 

  １）日本口腔科学会教育研修会 

  ２）日本顎関節学会学術講演会 

  ３）その他（認定委員会が認めたもの） 

   

３．学術雑誌 査読制度のある学術雑誌 
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一般社団法人日本核医学会 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

PET 核医学歯科認定医制度に関する規程 
 

平成 22年  2月 22日  日本核医学会にて決定 

平成 21年 10月 24日 日本歯科放射線学会にて決定 

 

目  的 

口腔顎顔面領域および関連隣接領域のPET 核医学診療に優れ，放射性物質の安全取り扱いを含めた 

PET 検査に関する安全管理に習熟した臨床医を養成し，生涯教育などを通じて診療水準の向上をはかり，

社会に貢献することを目的とする． 

 

認証方法（PET核医学歯科） 

1. 資格 

 次の 3 項目を満足するものとする． 

① 日本核医学会と日本歯科放射線学会の会員であること． 

② 核医学診断の経験を 3 年以上有すること．  

③日本核医学会春季大会（合同セミナー）で開催される PET 研修セミナーもしくは日本核医学会が特に認

定するPET研修セミナーに１回以上参加し、日本歯科放射線学会が指定する核医学関連学術講演会に１回以

上参加するとともに、日本核医学会および日本歯科放射線学会が実施する PET核医学歯科認定医試験（注１）

に合格すること． 

 

注 1：当分の間 日本核医学会が主催するPET 研修セミナー終了時に実施するPET核医学認定医試験が，日本

核医学会および日本歯科放射線学会が実施する PET核医学歯科認定医試験に該当します．PET研修セミナー

を受講し、本試験に合格するとPET研修セミナー修了証が発行されます。 

 

2. 認証審査 

① 日本核医学会教育・専門医審査委員会と日本歯科放射線学会認定委員会が行う． 

② 認証を求める際には，PET 研修セミナー修了証（またはその写し）、および 3 年以上の核医学の診療経

験を証明する所定の書類（施設に常勤する核医学専門医による証明が望ましいが，核医学専門医不在時は施

設長による証明でも可とする）を提出するものとする． 

 

3. 更新 

① 更新は 5 年毎とする． 

② 日本核医学会が認定した PET に関連した研修および日本歯科放射線学会が指定する核医学関連学術講

演会等をそれぞれ受講し，所定の単位を修めなければならない． 

4. その他 

①この制度は，5 年以内に見直すこととする． 

 

注 1：当分の間 日本核医学会が主催するPET 研修セミナー終了時に実施するPET核医学認定医試験が，日本

核医学会および日本歯科放射線学会が実施する PET核医学歯科認定医試験に該当します．PET研修セミナー

を受講し、本試験に合格するとPET研修セミナー修了証が発行されます。 

 

 
PET 核医学歯科認定医資格更新制度に関する規程 

 

平成22(2010)年 2月22日 日本核医学会にて決定 

平成21(2009)年10月24日 日本歯科放射線学会にて決定 

    

 日本核医学会と日本歯科放射線学会（以下“両学会”という）は、PET核医学歯科認定医のレベルの保持

と向上のためにPET核医学歯科認定医の生涯教育を推進し、そのための更新制度を施行する。   

 

1 PET核医学歯科認定医は、認定を受けた年から5年毎に、PET核医学歯科認定医資格更新（以下“ 資格更 

 新”という）を受けなければ、引き続いてPET核医学歯科認定医を呼称することはできない。  

2 資格更新を希望する者は、更新に必要な申請書類を所定の期日までに提出し、更新の審査を受けなけれ 
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 ばならない。  

3 資格更新の審査は、日本核医学会教育・専門医審査委員会および日本歯科放射線学会認定委員会（以下 

 “両委員会“という）が行う。  

4 資格更新については、毎年、両学会機関誌 “核医学“と“歯科放射線” に公告する。  

 

更新の申請資格：  

5 資格更新を申請する者は、次の各号の資格をすべて満足することを要する。  

  1）更新申請時において、PET 核医学歯科認定医であること。  

  2）更新申請時において、過去5年間継続して両学会の会員であること。 

  3）更新申請時において、過去5年間に、別表に示す単位表から両委員会が定める総単位数60単位以上を 

   取得していること。  

  4）更新申請時において、過去5年間に、日本核医学会学術総会および日本歯科放射線学会学術総会にそ 

   れぞれ1回以上および日本核医学会春季大会におけるPET研修セミナーに1回以上、そして日本歯科放 

   射線学会が指定する核医学関連学術講演会に1回以上出席していること。  

 

更新の保留：  

6 過去5年間で取得した単位数が、所定の研修単位数に満たない場合は、資格更新の保留を申し出て、所 

 定単位を取得後に更新の申請をすることができる。ただし、保留期間は、2年間までとし、保留期間中は、 

 PET核医学歯科認定医を呼称することはできない。  

7 保留期間経過後は、資格更新の申請をすることはできない。ただし、海外留学、長期病気療養等やむを 

 得ない事情がある場合は、それを証明する書類を添えて保留期間の延長を申請することができる。  

 

更新の方法：  

8 更新を希望する者は、次の関係書類に審査料を添えて毎年所定の期日までに歯科放射線学会認定委員会 

 に提出するものとする。 

  1）資格更新申請書  

  2）申請のための単位取得証明書 

   (1)学術集会、春季大会のPET研修セミナー、学術講演会、教育講演会等に参加および受講したことを 

    証明する書類の写し 

   (2)演者としての単位申請は、それを証明するプログラム、抄録等の写し  

   (3)学術論文発表の場合は、それを証明するその部分の写し  

9 処罰と資格喪失   

  両委員会はPET核医学歯科認定医が認定医としてふさわしくない下記1～4の行為があった時には、両理   

 事会の承認を得て、認定医の資格を取り消すなどの処罰を行うことが出来る。なお、日本核医学会および 

 日本歯科放射線学会を退会したときには資格を失う。  

 Ⅰ 認定医資格取得における不正行為   

   1 申請書類などの虚偽   

   2 筆答試験における不正行為   

   3 認定書の名義改竄  

 Ⅱ 医療事故  

   1 診療録の改竄や隠蔽工作   

   2 医療過誤   

   3 異常死届出義務違反  

 Ⅲ 違法な診療行為   

   1 虚偽の表示や実績報告   

   2 医療費の不正請求等  

 Ⅳ 生命倫理に反する診療行為  

 

 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会 

「口腔放射線腫瘍認定医」制度規則 

 
第1章 総則 

第1条 本制度は口腔・顎顔面領域癌の放射線治療および放射線治療患者の口腔管理に関する基本的な知

識と技量を有する歯科医師を育成することにより，放射線腫瘍学の発展を図り，国民の保健福祉
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の増進に寄与することを目的とする。 

第2条 前条の目的を達成するために特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（以下「本学会」という）

は，一般社団法人日本放射線腫瘍学会（以下「腫瘍学会」という）の協力を得て，口腔放射線腫

瘍認定医（以下「腫瘍認定医」という）を認定するとともに，本制度の実施に必要な事業を行う。 
 

第2章 腫瘍認定医の認定 

第3条 腫瘍認定医の認定は, 認定委員会の審査により判定し，理事会の議決を経て，総会に報告する。 
 

第3章 腫瘍認定医の申請資格 

第4条 腫瘍認定医になろうとする者は, 申請資格を満たした後に，腫瘍認定医認定試験に合格しなけれ

ばならない。 

第5条 腫瘍認定医認定試験を受ける者は，以下の各号を満足しなければならない。 

（１） 日本国の歯科医師免許を有し，良識ある人格を持つ者 

（２） 本学会および腫瘍学会の正会員として3年以上継続した者 

（３） 別に定める研修実績，研究実績を有する者 
 

第4章 認定の手続き 

第6条 腫瘍認定医認定試験を受けようとする者は，別に定める申請書類に所定の認定申請手数料を添え

て，認定委員会に提出しなければならない。 

第7条 本学会は試験に合格し所定の認定手数料を納付した者に認定証を交付する。 
 

第5章 腫瘍認定医の更新 

第8条 腫瘍認定医は5年ごとにその資格の更新を受けなければならない。 

第9条 腫瘍認定医の更新には別に定める一定の条件を満たさなければならない。 
 

第6章 腫瘍認定医の資格の喪失 

第11条 腫瘍認定医は次のいずれかの理由により，認定委員会の議を経て，その資格を喪失する。 

（１） 資格を辞退した場合 

（２） 歯科医師免許を喪失した場合 

（３） 本学会あるいは腫瘍学会会員の資格を喪失した場合 

（４） 第8条に規定する資格の更新をしなかった場合 

（５） 第9条に規定する資格の更新条件が満たされなかった場合 

（６） 腫瘍認定医としてふさわしくない行いが認められた場合 
 

第7章 補則 

第10条 本規則を変更する場合には，理事会の承認を得なければならない。 
 

附則 この規則は，平成 23年 9月30日から施行する。 
 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会「口腔放射線腫瘍認定医」制度施行細則 
 

第1章 総則 

第1条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会「口腔放射線腫瘍認定医」制度規則（以下「規則」という）

の施行にあたって，同規則に定められた以外の事項については，この腫瘍認定医制度施行細則（以

下「細則」という）に従うものとする。 
 

第2章 腫瘍認定医の認定 

第2条 腫瘍認定医認定試験を受ける者は，次の各号に定める申請書類に第７条に定める手数料を添えて，

認定委員会に提出しなければならない。 

（１） 腫瘍認定医申請書(様式１) 

（２） 履歴書（様式２） 

（３） 歯科医師免許の写し 

（４） 研修証明書 

（５） 放射線腫瘍学に関する研究業績目録 

（６） 上記の業績を証明できる資料 

第3条 腫瘍認定医認定試験は筆記により行い，認定委員会において合否を判定する。 

第4条 腫瘍認定医認定試験を受ける者は，次の研修実績，研究実績を必要とする． 
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（１） 腫瘍学会が認定する総合修練機関あるいは修練機関で3年以上研修を受けること． 

（２） 申請時から遡って5年以内に別表に定める研修単位を20単位以上取得すること．ただし，平成24

年度までは申請時から遡る年限は問わない． 

（３） 上記（２）には本学会学術大会あるいは腫瘍学会学術大会での放射線腫瘍学（放射線生物学，

放射線物理学を含む）あるいは放射線治療患者の口腔ケアに関する発表を1回以上含むこと． 

（４） 上記（２）には筆頭著者として放射線腫瘍学（放射線生物学，放射線物理学を含む）あるいは

放射線治療患者の口腔ケアに関する学術論文を1編以上含むこと． 
 

第3章 腫瘍認定医の更新 

第5条 腫瘍認定医の更新を申請する者は次の研修単位を必要とする 

（１） 別表に定める研修単位を20単位以上取得すること． 

（２） 上記（１）には腫瘍学会学術大会あるいは本学会口腔放射線腫瘍研修会への出席を含むこと． 

第6条 腫瘍認定医の資格を更新しようとする者は，資格が消失する日の3ヶ月前までに，次の各号の書類

に手数料を添えて，認定委員会に提出しなければならない。 

（１） 腫瘍認定医更新申請書(様式３) 

（２） 履歴書（様式２） 

（３） 研修記録（様式４） 

（４） 上記（３）の研修を証明できる資料 

第7条 本制度の施行に関わる手数料は次のように定める。 

（１） 腫瘍認定医申請手数料   10,000円 

（２） 腫瘍認定医認定手数料   10,000円 

（３） 腫瘍認定医更新申請手数料 10,000円 
   

第4章  

第8条 本細則を変更する場合には，理事会の承認を得なければならない。 
 

附則 この施行細則は, 平成23年9月30日から施行する。 

別表 口腔放射線腫瘍認定医制度研修単位     
    単位 備考 

学会出席 日本歯科放射線学会学術大会 3  
 日本放射線腫瘍学会学術大会 3  
 日本放射線腫瘍学会生物部会・制癌シンポジウム 2  
 米国放射線腫瘍学会 2  
 欧州放射線腫瘍学会 2  
 日本口腔腫瘍学会 2  
 日本歯科放射線学会地方会 1  
 関連学会* 1  
    
学会発表 筆頭演者 2 内容は放射線腫瘍学および放射線治療患

者の口腔ケアに関連するものに限る  共同演者 1 

    
研修会・セミナー等出席 日本歯科放射線学会口腔放射線腫瘍研修会 2  
 日本放射線腫瘍学会小線源治療部会 2  
 日本放射線腫瘍学会夏季セミナー 2  
 日本放射線腫瘍学会放射線生物学セミナー 2  
 日本放射線腫瘍学会放射線物理学セミナー 2  
    
論文 筆頭著者（英文） 3 査読制度のある学術誌に掲載あるいは受

理されたもので内容は放射線腫瘍学およ

び放射線治療患者の口腔ケアに関連する

ものに限る 

 共同著者（英文） 2 

 筆頭著者（和文） 2 

  共同著者（和文） 1 

*関連学会 日本歯科医学会総会   
 日本口腔外科学会   

 日本臨床口腔病理学会   
 日本口腔科学会   
 日本医学放射線学会   

 日本癌治療学会   
 日本頭頸部癌学会   
 日本ハイパーサーミア学会   

 その他認定委員会が認めたもの   
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特定非営利活動法人日本歯科放射線学会  選挙管理規則 
 

第１条 この規則は特定非営利活動法人日本歯科放射

線学会定款（以下「定款」）第 13 条，第 14 条およ

び第 22 条に基づく選挙の実施について定める。 

第２条 代議員および理事の選挙は定款第 16 条第 1

項により任期満了する総会の前年度（以下「選挙

年度」）に実施する。理事長選出は理事選出後，総

会までの間に実施する。 

 

第３条 理事長は理事会の議を経て選挙管理担当理事

および若干名の選挙管理委員を委嘱する。 

２. 選挙管理担当理事および選挙管理委員は，    

選挙管理委員会く以下「委員会」）を組織する。

 

３. 委員長は選挙管理担当理事が務める。 

４. 委員会は選挙に関する事務を行い，選挙の実施
に関し疑義が生じた場合は，これを裁定する。 

５. 委員の任期は選挙による新理事長決定の定例

総会までとする。  

第４条 委員会はその事務所を特定非営利活動法人日

本歯科放射線学会事務局に置く。 

第５条 選挙の実施に関する施行細則は別に定める。 

第６条 本規則の変更は理事会の承認を必要とする。 

附 則 本規則は平成 17 年 5月 12 日から施行する。 

附 則 本規則は平成 27 年 6月 7 日から施行する。 

 

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会  選挙施行細則 
 

（選挙の期日） 

第１条 選挙管理規則第 2 条に基づく選挙に関する公 

  告は，選挙年度の 10 月末日までに行い，翌年の 1 

  月末日までに代議員を選出する。引き続き理事の 

  選挙を行い，選挙年度の 3 月末日までに選出を終 

  了する。 

（代議員の選出） 

第２条 有権者の資格は次の通りとする。 

(1) 選挙権有資格者は，選挙年度の6月末日現在，

本学会正会員で，選挙年度の前年度までの会費

完納者に限るものとする。 

(2) 被選挙権有資格者は，選挙年度の 6 月末日現

在，定款第 22 条第 2 項により継続 3 年以上の

正会員で，選挙年度の前年度までの会費完納者

に限るものとする。 

(3) 有資格者の氏名，住所，勤務先に異動の申出

があったとき，事務局は速やかに委員会へ通知

しなければならない。 

第３条 委員会は，選挙年度の 6 月末日現在における

選挙権有資格者および被選挙権有資格者名簿を

10 月末日までに全会員に通知する。 

２ 有資格者は，有資格者名簿に誤りがあると認め

たとき，選挙管理委員会が指定する日までに委員

会に異議の申立をすることができる。 

３ 委員会は，異議の申立を認めたとき，その有資

格者名簿の訂正を有資格者に周知させなければ

ならない。 

第４条 投票に関しては次の事項に従う。 

  (1) 投票方法は選挙管理委員会が別途定める。 

  (2) 所定のウェブ投票サイトに自らログインし， 

画面に従って選挙期日までに投票を完了する。   

(3) 投票は無記名投票とする。 

(4) 投票記入数は 50 名以内を有効とし，それ以外 

は無効とする。 

第５条 当選の決定にあたっては，有効投票数の得票

数の多い者から順次当選者を定める。 

２ 同得票数が 2 名以上ある場合は，本会在籍期間

の長い者を当選者とする。次点者についても，同

じくその順位を定めておくものとする。 

３ 当選の無効が決定された場合は，次点者を当選

者とすることができる。 

４ 代議員に欠員が生じた場合は，次点者を当選者

とすることができる。 

５ 代議員が選出されたときは，これを速やかに理

事長に報告する。 

６ 当選者の発表は選挙管理委員長が行う。 

第６条 次の投票はこれを無効とする。 

(1) 本細則第 4 条に違反したもの 

(2) 記載内容が不明確なもの 

(3) 所定の事項のほか，他事を記載したもの 

（理事の選出） 

第７条 理事の選出は，定款第 14 条第 1 項により選出 

  された理事の被選挙権有資格者の名簿を代議員に 

  告示し，ウェブ選挙にて実施する。 

第８条 投票に関しては次の事項に従う。 

(1) 所定のウェブ投票サイトに自らログインし，

画面に従って選挙期日までに投票を完了する。 

(2) 投票は無記名連記投票とする。 

(3) 投票記入数については，理事 30 名以上  

35 名以内とし，それ以外は無効とする。 

第９条 当選の決定にあたっては，有効投票数の得票 

  数の多い者から順次 30 名当選者を定める。 

２ 同得票数が 2 名以上ある場合は．本会在籍期間

の長い者を当選者とする。次点者についても，同

じくその順位を定めておくものとする。 

３ 当選の無効が決定された場合は，次点者を当選

者とする。 

４ 理事に欠員が生じた場合は，次点者を当選者と

する。 

５ 理事が選出されたときは，これを速やかに理事

長に報告する。 

６ 当選者の発表は選挙管理委員長が行う。 

（理事長の選出） 

第 10 条 理事長の選出は，定款 14 条 2 項に従い，定 

款14条第１項により選出された理事により被選 

理事会において投票を行う。 

第 11 条 投票に関しては次の事項に従う。 

  (1) 投票方法は選挙管理委員会が別途定める。 

  (2) 投票は無記名投票とする。 

  (3) 投票記入数については１名とする。 

  (4) 委任状投票については認めない。 

第 12 条 当選の決定にあたっては，次の事項に従う。 

(1) 候補者が 1 名の場合は，信任投票を行う。有

効投票数の過半数を超えた場合に当選と定め

る。 

(2) 第 1 回の投票で得票数 1位の者が有効投票数 

の過半数を超えた場合，当選者と定める。 

(3) 第 1 回の投票で得票数 1位の者が 
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有効投票数の過半数を超えない場合，2 位の者と 

の 2 名で再投票を行う。 

(4) 上位の同得票数が 2 名以上ある場合は，その 

者について再投票を行う。 

(5) 再投票の結果，有効投票数の過半数を超える 

者を当選者と定める。 

(6) 再投票の結果，同投票数である場合は立候補 

者の話し合いで当選者を定める。 

(7) 当選者の発表は選挙管理委員長が行う。 

第 13 条 次の投票はこれを無効とする。 

  (1) 所定の用紙を用いないもの。 

  (2) 候補者氏名のほか他事を記載したもの。 

   (3) 候補者氏名の記載のないもの。 

   (4) 判読できないもの。 

   (5) その他，選挙管理委員会が無効と認めたもの。 

（開票） 

第 14 条 開票作業は委員会の管理のもとに行う。 

（細則の改正） 

第 12 条 本細則の変更は選挙管理規則第 6 条に従う。 

附  則  本細則は平成 17 年 9月 15 日から施行する。 

附  則  本細則は平成 27 年 6月 7 日から施行する。 

附  則  本細則は令和 2 年 4月 1 日から施行する。 

附  則  本細則は令和 3 年 10 月 8 日から施行する。 

 

 

 

花村メモリアルレクチャーに関する規程 
（趣旨） 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（以下「学会」という）の総会・ 学術大会での

宿題報告を、第１回日本歯科放射線学会総会・学術大会の会長 花村信之を記念して、花村メモリアルレク

チャーと命名し、それに関する必要な事項を定めることを目的とする。 

（資格） 

第２条 花村メモリアルレクチャー演者（以下「演者」とする）は、学術集会委員会から推薦された者で、かつ、

次の各号の資格を満たす者である。 

 （1）10 年以上引き続いて学会会員である者 

 （2）教授、准教授、若しくは講師の資格を有する者、又は理事会が認める業績の優れた者 

2 花村メモリアルレクチャーは、「歯科放射線」又は「Oral Radiology」掲載の論文に関連した内容を原則

とする。 

3 演者は、「歯科放射線」又は「Oral Radiology」に講演内容を「総説」として掲載する。 

（選考） 

第３条 花村メモリアルレクチャー候補者は学術集会委員会にて審議され、演者は担当する学会会長の推薦に

より理事会で決定する。 

 (補助金) 

第 4 条 演者には、学会から準備金が若干補助される。金額については別に定める。 

（補則） 

第 5 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 この規程は、平成 20 年 5 月 16 日から施行する。 

 

 

 

名誉会員及び終身会員の推薦に関する内規 
（目的） 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会の名誉会員及び終身会員の推薦に関する事項は、定款及び施行

細則に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。 

（選考） 

第２条 名誉会員及び終身会員は、理事又は正会員の提案により、理事会の議を経て、理事長が推薦する。 

（称号の授与） 

第３条 名誉会員及び終身会員の称号の授与は、所定の称号記を交付して行う。 

（名誉会員及び終身会員の礼遇） 

第４条 称号の授与を受けた者に対しては、次の各号の礼遇を行う。 

 （1）本学会の学術集会、その他重要行事への招待 

 （2）本学会刊行物の贈呈 

第５条 名誉会員及び終身会員を辞退するときは、理事長あてに届けで なければならない。 

 

附 則 この内規は、平成 18 年 5 月 12 日から施行する。 
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特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会 

慶 弔 規 程 
 

第１条 特定非営利活動法人日本歯科放射線学会（以下「学会」という。）の会員の慶弔に際してこの規程によ

り処理するものとする。 

第２条 学会が慶弔規程を適用するのは、名誉会員・終身会員・理事・監事・（以下「役員等」という。）及び

学会の発展に寄与した者（本人）とする。 

第３条 学会は役員等が勲位に叙せられた時、又は死亡の時は慶弔の意を表すものとする。 

第４条 学会事務局に連絡が入った慶弔に対して慶弔の意を表すものとする。発信者名は本学会理事長（又は

その代理）とする。 

第５条 祝辞・弔辞またはその打電、生花、花輪等の内容については、諸般の事情を勘案の上決定する。 

附 則  この規程は平成 16 年 9 月 17 日から実施する。 
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開催地・校 開　催　日 準備委員長 宿題報告者 会　　　場 会　長

第1回 東京都 S35.10.16 安藤　正一 日大・歯・大学院 花村　信之
日大・歯

第2回 東京都 S36.10.21-22 安藤　正一 村井　竹雄 口内撮影の基礎的研究 日大・歯・大学院 花村　信之
日大・歯

第3回 大阪市 S37.10.20-21 松島　　税 大歯大 村井　竹雄
大歯大

第4回 大阪市 S38.10.28-29 藤木　芳成 藤木　芳成 放射線による固体形成発育異常 村井　竹雄
阪大

開催地・校 開　催　日 総会会長 宿題報告者 会　　　場 会　長

第5回 北九州市 S39.11.15 佐藤　信正 井筒屋ホール 三崎　鈔郎
九歯大

第6回 名古屋市 S40.10.9-10 菊地　　厚 愛知学院大歯 三崎　鈔郎
愛院大・歯

第7回 東京都 S41.10.10-11 古本　啓一 安藤　正一 歯の交換に関するＸ線学的研究 日大・歯・大学院 安藤　正一
日大・歯

第8回 東京都 S42.10.21-22 三崎　鈔郎 東歯大 安藤　正一
東歯大

第9回 高田市 S43.10.5-6 相澤　幸一 厚生会館 古本　啓一

第10回 大阪市 S44.10.12-13 藤木　芳成 古本　啓一 ラジオアイソトープの歯科臨床における利用 藤沢薬品ホール 古本　啓一
大歯大

開催地・校 開　催　日 総会会長 宿題報告者 会　　　場 総務理事

第11回 盛岡市 S45.10.17-18 柳沢　　融 岩手医大・歯 三崎　鈔郎
岩手医大・歯

第12回 横須賀市 S46.10.16-17 東　　与光 神奈川歯大 安藤　正一
神歯大

第13回 仙台市 S47.10.21-22 村井　竹雄 安藤　正一

第14回 東京都 S48.9.25-26 中村　　正 東医歯大歯 安藤　正一
東医歯大・歯

第15回 北九州市 S49.10.19-20 佐藤　信正 西連寺永康 西日本総互銀行 安藤　正一
九歯大

第16回 郡山市 S50.10.18-19 島野　達也 菊地　　厚 歯科領域のＸ線写真と組織との対比 東北歯大 安藤　正一
東北歯大

第17回 松戸市 S51.9.25-26 尾澤　光久 柳沢　　融 口腔諸組織に対する放射線の作用 日大・松戸歯 安藤　正一
日大・松戸歯

第18回 松本市 S52.9.23-24 加藤　倉三 東　　与光 口腔領域における67Gaスキャンの意義について 松本歯科大 安藤　正一
松本歯大

第19回 横浜市 S53.9.23-24 山本　　昭 中村　　正 鶴見大・歯 安藤　正一
鶴見大・歯

第20回 新潟市 S54.10.6-7 前多　一雄 島野　達也 口内法Ｘ線像成立に関する基礎的研究 日歯大新潟歯 安藤　正一
日歯大・新潟歯

第21回 大阪市 S55.10.31-11.1 渕端　　孟 神田　重信 唾液腺の放射線診断 中村　正
阪大・歯

第22回 福岡市 S56.10.8-10 森　進一郎 古跡養之眞 歯原性腫瘍のＸ線診断 福岡歯大・講堂 中村　正
福岡歯大

開催地・校 開　催　日 総会会長 宿題報告者 会　　　場 総務理事

第23回 坂戸市
城西歯大

S57.10.6-9 金井　良維 山本　　昭 本学における放射線教育とそれに関する二・三の検討 日仏会館ホール 中村　正

佐々木武仁 固形腫瘍における腫瘍細胞の放射線感受性左右する因子

第24回 岐阜市 S58.10.27-29 藤木　芳成 丹羽　克味 オルソパントモグラフィにおける画像形成 中村　正
岐阜歯大 渕端　　孟 舌癌の放射線治療とその問題点

第25回 大阪市 S59.10.10-12 古跡養之眞 尾澤　光久 Ｘ線写真の利用度についての探究 藤木　芳成
大歯大 小西　圭介 歯のＸ線映像に対する画像工学的解析

第26回 東京都 S60.10.11-12 西連寺永康 和田　卓郎 口腔機能評価法としてのＸ線映画法の諸問題 日本大学会館 藤木　芳成
日大・歯 野井倉武憲 歯の異常のＸ線診断

第27回 福岡市 S61.10.2-3 神田　重信 山崎　岐男 口腔疾患と胸部Ｘ線像 藤木　芳成
九大・歯 大庭　　健 パノラマＸ線撮影による上顎洞診断へのアプローチ

第28回 広島市 S62.10.8-9 和田　卓郎 前多　一雄 口腔領域でのRIイメージとその定量的診断の試み 広島県農協ビル 藤木　芳成
広大・歯 上村修三郎 顎関節とＸ線検査

第29回 札幌市 S63.9.29-30 山崎　岐男 山田　直之 歯科Ｘ線検査の品質管理 北大学術交流会館 藤木　芳成
北大・歯 岸　　幹二 口腔悪性腫瘍診断への多角的アプローチ

第30回 鹿児島市 H1.10.18-20 野井倉武憲 伊藤　寿介 顎・顔面領域疾患の画像診断ーCT・MRIを中心にー 藤木　芳成
鹿大・歯 黒柳　錦也 Rotation Panoramic Radiographyにおける障害陰影

第31回 徳島市 H2.10.17-19 上村修三郎 金子　昌幸 動物実験における画像検査法の利用 藤木　芳成
徳大・歯 森　進一郎 抜歯創治癒過程についてＸ線写真と分裂線法による検討

第32回 岡山市 H3.10.2-4 岸　　幹二 岡野　友宏 頭頸部の筋膜・隙の画像解剖学的考察 岡山衛生会館 渕端　孟
岡大・歯 藤下　昌巳 顎関節画像診断へのアプローチ

第33回 東京都
東歯大

H4.10.14-16 黒柳　錦也 鹿島　　勇 新しいIntraoral Computed Radiographyに関する研究 国立教育会館 渕端　孟

坂巻　公男 当科における悪性腫瘍患者の動向について

第34回 新潟市 H5.9.29-10.1 伊藤　寿介 土門　正治 マウス初期胚細胞分裂に対する放射線作用 渕端　孟
新大・歯 篠田　宏司 歯科Ｘ線写真における画像理解

第35回 盛岡市 H6.9.27-29 坂巻　公男 塩島　　勝 回転パノラマＸ線撮影法における断層域の解析 岩手県民会館 渕端　孟
岩手医大・歯

第36回 東京都 H7.9.28-30 佐々木武仁 中村　太保 歯科医の立場から見た口腔癌の放射線治療 砂防会館 渕端　孟
東医歯大・歯 開催地・校 開　催　日 会長

第37回 札幌市 H8.9.11-13 金子　昌幸 速水　昭宗 歯科撮影の患者被曝線量推定 共済ホール 渕端　孟 第1回 鹿児島市 H8.4.5-6 野井倉武憲
北医大・歯 * 鹿児島大・歯

第38回 東京都
日大松戸・歯

H9.10.16-18 鈴木　宏巳 小林　　馨 顎関節内障の画像診断・関節鏡所見とInterventional
radiology

日本大学会館 渕端　孟 第2回 新潟市
新潟大・歯

H9.5.8-9 伊藤　寿介

中村　　卓 MRの顎口腔領域への応用 *
開催地・校 開　催　日 総会会長 宿題報告者 会　　　場 理事長 開催地・校 開　催　日 会長

第39回 長野県軽井沢町 H10.9.29-10.1 岡野　友宏 谷本　啓二 渕端　孟 第3回 岐阜県 H10.3.27-28 藤下　昌己
昭和大・歯 * 朝日大・歯

第40回 横須賀市 H11.10.21-10.23 鹿島　　勇 代居　　敬 インプラント臨床における画像検査 横須賀芸術劇場 渕端　孟 第4回 福岡市 H11.5.13-15 神田　重信
神歯大 * 九州大・歯

第41回 岐阜市
朝日大・歯

H12.10.5-10.7 藤下　昌巳 有地榮一郎 超音波ドップラー法による血流の描出：顎顔面領域への
応用

佐々木武仁 第5回 東京都
東歯大

H12.5.13 黒柳　錦也

奥村　泰彦 Ｘ線写真におけるMTF測定とその限界 *
第42回 東京都 H13.10.3-10.5 篠田　宏司 土持　　真 東商ホール 佐々木武仁 第6回 広島市 H13.5.12-13 谷本　啓二

日本大・歯 * 広島大・歯
第43回 長崎市 H14.10.16-18 中村　　卓 金田　　隆 顎口腔領域のMRI診断 佐々木武仁 第7回 横浜市 H14.26-27 小林　　馨

長崎大・歯 藤田　　實 低線量率組織内照射による早期舌癌の放射線治療 * 鶴見大・歯
第44回 札幌市 H15.10.2-4 中村　太保 古川　惣平 口腔癌の高線量率組織内照射療法のあゆみ 神田　重信 第8回 新潟市 H15.5.30-31 土持　　眞

北大・歯 日歯大新潟
第45回 広島市 H16.9.16-18 谷本　啓二 吉浦　一紀 齲蝕診断を科学する―物理特性から診断能へ― 神田　重信 第9回 名古屋市 H16.5.29-30 有地榮一郎

広大・歯 笹野　高嗣 歯痛の診断 愛院大・歯
開催地・校 開　催　日 総会会長 会　　　場 理事長 開催地・校 開　催　日 会長

第46回 新潟市 H17.5.12-14 土持　　眞 朱鷺メッセ 神田　重信 第10回 仙台市 H17.9.15-17 笹野　高嗣
日歯大・新潟歯 東北大・歯

第47回 東京都 H18.5.12-14 代居　　敬 湯浅　賢治 口腔癌の頸部リンパ節転移に対する画像診断 神田　重信 第11回 福岡市 H18.10.27-29 湯浅　賢治
日歯大・歯 福岡歯大・歯

第48回 さいたま市 H19.5.10-12 奥村　泰彦 中山　英二 岡野　友宏 第12回 柏市 H19.10.18-20 金田　　隆
明海大・歯 日大松戸・歯

第49回 名古屋市 H20.5.16-18 有地榮一郎 馬嶋　秀行 名古屋国際会議場 岡野　友宏 第13回 奈良市 H20.11.20-22 岡野　友宏
愛院大・歯 昭和大・歯

第50回 大阪市 H21.5.28-30 古川　惣平 清水谷公成 舌癌に対する放射線治療―現状と将来展望― 岡野　友宏 第14回 札幌市 H21.10.24-26 中村　太保
大阪大・歯 北大・歯

第51回 横浜市 H22.4.23-25 小林　　馨 林　　孝文 歯科における超音波診断の将来展望 岡野　友宏 第15回 鹿児島市 H22.9.3-5 馬嶋　秀行
鶴見大・歯 鹿児島大・歯

第52回 広島市 H23.5.26-29 谷本　啓二 小豆島正典 口腔癌に対するFDG集積の特徴 有地榮一郎 第16回 新潟市 H23.9.30-10.2 林　　孝文
広島大・歯 新潟大・歯

第53回 盛岡市 H24.6.1-3 小豆島正典 倉林　　亨 有地榮一郎 第17回 大阪市 H24.10.25-27 清水谷公成
岩手医大・歯 大阪歯大・歯

第54回 福岡市 H25.5.31-6.2 湯浅　賢治 佐野　　司 顎関節症のMRI診断 有地榮一郎 第18回 東京都 H25.11.1.-3 佐野　　司
福岡歯大・歯 昭和大・歯

第55回 東京都 H26.6.6-8 金田　　隆 森本　泰宏 有地榮一郎 第19回 岡山市 H26.10.31-11.2 浅海　淳一
日大松戸・歯 岡山大・歯

第56回 仙台市
東北大・歯

H27.6.5-7 笹野　高嗣 本田　和也 歯科用コーンビームCTによる顎関節に関する研究　過
去・現在・未来！（仮）

第20回 福岡市
九州大・歯

H27.10.23-25 吉浦　一紀

古跡　孝和 歯原性腫瘍の画像診断‐45年の光跡‐

第57回 大阪市 H28.6.17-19 清水谷公成 浅海　淳一 私の診断と治療の軌跡 金田　　隆 第21回 東京都 H28.10.28-30 倉林　　亨
大阪歯大・歯 勝又　明敏 歯科放射線における産学・医工連携事業 医科歯科大・歯

第58回 鹿児島市 H29.6.2-4 馬嶋　秀行 田口　　明 予防医学の推進　―骨粗鬆症研究を中心として 浅海　淳一 第22回 盛岡市 H29.11.10-12 小豆嶋正典

鹿児島大・歯
櫻井　　孝　研究・患者・学生とともに歩む歯科放射線科医

としての29年間の軌跡
岩手医大・歯

第59回 横須賀市 H30.5.25-27 櫻井　　孝 三浦　雅彦 「歯科で行う放射線腫瘍学：その基礎と臨床」 浅海　淳一 第23回 東京都 H30.10.12-14 本田　和也

神奈川歯大
和光　　衛 「歯科エックス線撮影・装置に関する私の初歩的基礎研

究
日本大・歯

第60回 東京都 H31.6.14-16 本田　和也 浅海　淳一 第24回 北九州市 R01.11.22-24 森本　泰宏
日本大・歯 九州歯大・歯

開催地・校 開　催　日 会長
第1回 オンライン R02.10.31-11.1 田口　　明

松本歯大・歯

第61回 オンライン R03.5.21-23 倉林　　亨 浅海　淳一 第2回 オンライン R03.10.29-31 荒木　和之
東医歯大・歯 昭和大・歯

秋季学術大会

かごしま県民交流セ
ンター

神奈川歯科大学

日本大学歯学部付属
歯科病院

内藤　宗孝 歯科インプラント画像診断に対する私の熱意

荒木　和之 誰でもできる画像診断を目指して
オンライン

学術大会

大阪科学技術セン
ター

岐歯大・10周年記念
会館
大阪ガーデンパレス

福岡県歯科医師会館

花村信之メモリアルレクチャー

口腔癌の画像診断額的研究―特に腫瘍進展範囲の診断
能、組織学的所見、予後との関連について―

新井　嘉則 産学官連携による頭頸部照射野Ｘ線ＣＴ開発の道のり

金田　　隆

日本歯科大学歯学部

大宮ソニックシティ

仙台市戦災復興記念
館

口腔・顎・顔面領域の疾患に対する画像診断と臨床研究

広島国際会議場

岩手県民情報交流セ
ンター

日本生命・中之島ビ
ル

宮城県歯科医師会館

大阪国際会議場

ヒト神経細胞における微小放射線被曝および微小重力暴
露による遺伝子変化

大阪国際会議場

福岡県立ももち文化セ
ンター(ももちパレス)
タワーホール船堀

長崎ブリックホール

鶴見大学記念館

MRIおよびCTによる唾液腺腫瘍の鑑別診断:診断基準とそ
の正診率について

画像診断臨床大会／臨床画像大会
（第1～7回：画像診断臨床大会＜*印＞）

鹿児島市民文化ホー
ル

徳島県郷土文化会館

口腔領域諸組織に対する放射線の作用の細胞動態学的研
究

北海道大学学術交流
会館

新潟市音楽文化会館

軽井沢プリンスホテ
ル西館

岐阜県県民文化ホー
ル

画像診断臨床大会／臨床画像大会

日本歯科放射線学会総会歴代資料

写真フィルム郵送法による歯科用Ｘ線装置の性能チェッ
クシステムの開発

摂食・嚥下障害のおけるVideo　fluorographyの役割

口腔・顎顔面領域の核医学ー骨シンチグラフィを中心
にー

アステールプラザ
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敬称略

特別賞 功労賞 優秀論文賞 奨励賞 安藤正一賞 野井倉武憲賞
1996 1995 林　　孝文

末井　良和

1997 1996 石井　　恵

平沼　広子

1998 1997 堅田　　勉

西郷　康正

1999 1998 湯浅　雅夫

前田　直樹

西山　秀昌

2001 2000 櫻井　　孝

箕輪　和行

2002 2001 村井　竹雄 勝良　剛詞

三崎　釥郎 五十嵐千浪

2002 古本　啓一

藤木　芳成

渕端　　孟

2004 2003 佐々木武仁 吉野　教夫 泉沢　 充 香西　雄介 本多　康聡

2005 2004 田口　　明 大塚 昌彦 勝良　剛詞 富田　和男
2005 小嶋 郁穂

呰　 謙介

2007 2006 柿本　直也 千葉　夏未 川股　亮太 河合　泰輔

河合　泰輔

小菅　栄子

佐藤　太吾

福成　史子

後藤  真一

阪柳　雅志

山本　あや

坂本潤一郎

浅海利恵子

2012 2011 香川  豊宏 岡村 和俊 栗林  亜実 今泉  晶子

2013 2012 鬼頭  慎司 市川 陽子 坂本潤一郎 佐々木悠介

2014 2013 中村  優子 新國　 農 鈴木　達也 小滝　真也

村上  秀明 曽我麻里恵

2022 2021 伊川　裕明 武者 篤

2023 2022 高木　幸則 桒田千亜
紀

2024 2023 松元 　秀樹 小滝　真也

2025 2024 和田　大岳 なし
中村 吉秀 佐々木 辰彦

2018 2017

末光  正昌
島本  博彰
福井  達真

2016 2015

選考せず 選考せず2011 2010 有地　淑子

徳永 悟士、島袋 紀一、小松 知広

2007

新井　嘉則

2008

2006

2003

2000 1999

市原　隆洋

犬童 寛子

日本歯科放射線学会学会賞・学術発表賞受賞者一覧

浅海利恵子 後藤　真一

受賞
年度

対象
年度

斎藤美紀子

森田隆一郎 神田　重信2010 2009

20082009

2015 2014 香西  雄介 優秀ポスター賞

山村　宗正 松本　邦史

島本　博彰

浅海利恵子

2017 2016 伊東　宏和

井澤　真希
戒田　篤志

久保　了大

2020 2019

2019 2018

2021 2020 なし

西山　航

佛坂　由可

なし

島本　博彰

川島　雄介

後藤多津子

筑井　　徹

勝良　剛詞

久富　美紀

土持　　眞

田中　達朗

若手

ポスター賞

小林　太一 吉田　祥子

なし

阪本  真弥

戒田  篤志

小田　昌史

なし

平原 尚久、稲冨 大介、香西 雄介

大髙 祐聖 木瀬 祥貴

大会開催なし

なし



 

特定非営利活動法人  日本歯科放射線学会雑誌「歯科放射線」投稿規定 
(2016年 8月 1日 改訂) 

 

1.「歯科放射線」は特定非営利活動法人日本歯科放射 

  線学会が発行する学術雑誌で,会員からの自主的な 

  投稿による未発表の歯科放射線学に関連する論文を 

  掲載する。また,会員に必要かつ有益な解説や記事な 

  どを掲載する。 

2.投稿論文の採否は複数の査読者の意見に基づいて編 

  集委員会が決定する。なお, 論文の記述内容につい 

  ては著者の責任とし, 学会および編集委員会はその 

  責任を負わない。 

3.投稿論文は動物実験, 臨床研究のいずれにおいても   

  生命倫理に十分な配慮がなされたものであることを 

  要する。 

4.投稿論文は和文原稿とする。 

5.原稿の区分と名称, およびその内容は次の通りであ 

  る。 

  1)論説：編集委員会の依頼によって,歯科放射線学に 

    関連する研究成果や社会情勢等について論じ私見 

    を述べたもの。 

  2)総説：著者自身の研究を中心として,その分野全般 

    にわたる最近の進歩とその背景を広い視野から総 

    合的に解説したもの。 

  3)原著：独自性のある基礎および臨床研究論文で, 

    研究目的,方法,結果,結論の明確なもの。 

  4)臨床：症例報告を中心としたもの。 

  5)その他： 

    (1)日常の臨床において意義のある画像,教育価値 

       のある画像,または稀少価値のある画像などを 

       提示し解説した写真供覧。 

    (2)調査結果等を整理した資料。 

    (3)本誌掲載論文に対する意見および回答。 

    (4)最近の歯科放射線学に関連のある文献や書籍 

       等を解説した文献紹介および書評 

    (5)学術集会の記録 (地方会, 研究会, 討演会,  

       ワークショップ等を含む) 

6.総説,原著,および臨床の原稿は次の様式とする。 

  1)原稿の形式：A4判の用紙にワープロソフトで作成 

    したものとする。ワープロソフトはMS-WORDを標準 

    とし,特殊なソフトを使用する場合には,テキスト 

    ファイルもしくはリッチテキス トファイルとし 

    て作成する。行間は2行(ダブルスペース)とし,上 

    部余白は35mm,下部および左右余白は30mmにする。 

    表紙を第1ページとし,用紙の下部に順にページ番 

    号をつける。原稿の順序は表紙,英文要旨,本文, 

    文献,および図・表の説明とし,各々を独立したペ 

    ージとする。 

  2)表紙,原稿の区分,表題,著者氏名,所属機関名,key  

    Words(英語とそれに相当する日本語で4語まで), 

    および連絡先(住所,氏名,電話番号,FAX番号, 

  E-mailアドレス)の順に和文で記載する。 

  3)英文要旨(abstract)：日本語圏以外の読者が論文 

  の内容を理解できることを目的とする。表題,著者 

  氏名,所属機関名,および本文を英文で記載する。 

  本文は300語程度とし,原則として研究の目的,用 

  いた材料 (対象)と方法,得られた結果と統計学的 

  な有意性,および結論を含む構造化抄録として作 

  成する。 

  4)本文：緒言,材料(対象)と方法,結果および考察の 

  順とする。本文の記述は簡潔にし,くり返しや研究 

    結果に基づかない主観的記述を避ける。 

  5)文献：論文の理解に必要最小限なものとする。す 

    でに受理された論文でE日刷中のものについては, 

    それを明記する。本文中に引用順に呑号をつけ, 

    その引用文献名を文献欄に記載する。文献の書式 

    は「生物医学雑誌への投稿のための統一規定」 

    (ANSL Standard style)に従うものとし,以下の例 

    を参考 として記載する。 

   例: 

    Frederiksen NL, Benson BW, Soklowski TW. 

      Effective dose and risk assessment from film 

      tomography used for dental implant  

      diagnostics Dentomaxillofac Radiol. 

      1994;23:123-127 

    Gratt BM.Dental caries In:Goaz PW,White SC. ed. 

      Oral radiology: Principles and  

      interpretation 3rd ed. St. Louis: Mosby-Year  

      book. Inc;1994:p.306-326 

    阿部克己,土井邦雄,桂川茂彦,柳澤  融.胸部コン 

      ピュータ支援診断(CAD)の評価臨床応用を前提 

      とした実験. 日本医放会誌. 1994;54:245-252 

  6)図・表の説明：図と表を分けて順に英文または和 

    文で記載する。図と表の英文名は各々Figureと 

    Tableとする。 

  7)図・表の形式：以下の通りとする。 

    (1)数は適切な範囲内とする。 

    (2)図および写真は,長辺が10cm～15cm程度の大き 

       さとし,文字(英字とする)や矢印を含めて出版 

    に堪える品質で作成する。図の解像度は画像を 

       スキャナで取り込む場合は400dpi以上とし,デ 

       ジタル医用画像の場合にはオリジナルの解像 

       度とする。画像のフォーマットはJPEGなどの汎 

       用フォーマットとする。図の番号および天地が 

       明瞭にわかるようにする。写真の上にトレーシ 

       ングペーパーを置き,その上に鉛筆で文字や矢 

       印を「入れたい位置」に記入してもよい。トリ 

       ミングを必要とするときには適切な指示をす 

       る。        

    (3)表はA4サイズに印刷可能な寸法とする。 

    (4)図表の寸法は,原則として7cm以内か14cm以内 
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       の寸法に印刷されるので,縮尺を指定する場合 

       は明記する。 

    (5)図表の挿入箇所を本文中に明示する。 

7.その他の原稿は次の様式とする。 

  1)写真供覧：表紙,図表の説明は原著等に準ずる。考 

    察,文献は必要最小限とする。文献の引用および記 

    載は原著等に準じて行うことが望ましいが,本文 

    中への文献の引用および記載も可とする。表題を 

    含んで刷りあがりで2ページ以内とする。 

  2)論説,通信,書評,文献紹介など：特に投稿規定は定 

    めない。 

8.1)原稿の提出：原稿は正1部および副2部を作成し, 

日本歯科放射線学会事務局宛に歯科放射線編集委 

員会に提出する。ただし副2部においては表紙,お 

よび英文要旨における著者名,所属,連絡先は削除 

する。この 副2部が査読者に送られる。以上の原 

稿,図表および 原図のデジタルデータをCDに保存 

し添付する。別紙の「歯科放射線投稿表紙」に必

要事項を記入して論文の一番上につける。 

2)電子メールを用いて投稿を行う場合，以上の原稿， 

図表，「歯科放射線投稿表紙」をすべてパスワード 

をつけてＰＤＦ化し、添付書類として投稿専用の

メールアドレス jsomr-edit@onebridge.co.jp に

投稿する。さらに，パスワードを明記した別メー

ルを送信すること。なお，副については 1 部のみ

を添付すれば良い。 

9.著作権：本誌に掲載された論文の著作権(著作財産権  

  copyright)は 日本歯科放射線学会に帰属する。 

10.校正:著者は論文の送付にあたっては誤字をなく   

  し,また投稿規定を確認して誤りのない様式にする。 

  受理され,印刷された論文は著者に初稿として送ら 

  れるので,速やかに校正の上,返送する。校正は著者 

  の責任で行う。原則として再校は行なわない。印刷 

  された論文の誤字,脱字,写真の方向などの誤りにつ 

  いて,編集委員会はその責任を負わない。校正中に原 

  稿,図表を変更してはならない。 

11.原稿作成上のその他の注意事項： 

  1)刷り上がり1ページは日本語で概ね2,100字分に相 

    当する。図・表1枚は通常,400字分に相当する。 

  2)外国の装置・商品名,動植物の学名,外国人名およ 

    び外国地名などは原語ないし英語で書く。 

  3)数字は算用数字を用い,放射線の単位,度量衡の単 

    位,記号はSI単位を原則とする。 

    例：C/kg, R, Gy, Sv, Bq, kg, g, mg, dl, ml, m, 

      cm, mm, μm, cm2, ℃ など。 

  4)般的でない略語を使用する場合には,その母体と 

  なる用語を最初に明示し,括弧内にその略語を連 

  記する。以降は略語でよい。また表題や英文要旨 

  には略語を用いない。 

  5)磁気共鳴撮像法 (MRI)による画像を用いる場合に 

  は,最初に撮像条件を提示する。繰り返し時間(TR) 

  とエコー時間(TE)を基本とし,500/30(TR/TE)のよ 

   うに記載する。その後は(TR/TE)を省略する。積算 

   回数(NEX,NSA),エコートレイン数(ETL),反転時間 

    (TI),フリップ角(FA)等についても,画像を特徴付 

    ける重要な撮像条件である場合には必ず併記する。 

    MRIやX線で経静脈性などの造影を行った場合には 

    その旨を記載する。 

  6)既に発行された図表を論文中で引用する場合に 

    は,その版権の所有者(学会ないし出版社,および 

    著者)から文書で許可を得なければならない。また 

    図表の説明文中にその旨を明記しなければならな 

    い。 

  付  則 

1 投稿論文の著者は本学会の会員であることを要する。  

  会員以外の共著者を加えたい場合は,理由を文書で 

  提出する。共著の可否は編集委員会で検討する。 

2 掲載料は30,000円相当分までは無料とし,それ以上 

  の実費は著者負担分とする。 

3 別刷は50部以上でその倍数とし,希望部数を校正時 

  の原稿に朱書する。別刷代は著者負担とする。 

4 投稿原稿は原則として返却しない。掲載後,処分する。 

5 英語抄録については論文受理の後,編集部の依頼す 

  る専門家が校閲を行う。 

6 発行日は1号9月,2号3月とする。 
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Instructions for Authors 

General 
Oral Radiology, the official journal of the Japanese Society for Oral and Maxillofacial Radiology (JSOMR) and the Asian 
Academy of Oral and Maxillofacial Radiology (AAOMR), is a peer-reviewed publication under the supervision of the 
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Conference proceedings: 
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Elsevier; 2000. 
Conference paper: 
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Letter to the editor: 
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genotype and tooth loss in postmenopausal women (letter). JAMA. 2001;286:2234–5. 
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Journals (www.icmje.org). 

Tables 
All tables are to be numbered using Arabic numerals. Tables should always be cited in the text in consecutive numerical 
order. 
For each table, please supply a table title. The table title should explain clearly and concisely the components of the table. 
Use the table functions of your word-processing program, not spreadsheets, to create tables. 
Identify any previously published material by giving the original source in the form of a reference at the end of the table title. 
Footnotes to tables should be indicated by superscript lowercase letters (or asterisks for significance values and other 
statistical data) and included beneath the table body. 

Figures 
All figures are to be numbered using Arabic numerals. 
Figure parts should be denoted by lowercase letters. If illustrations are supplied with uppercase labeling, lowercase letters 
will still be used in the figure legends and citations. Figures should always be cited in the text in consecutive numerical order. 
For each figure, please supply a figure legend. Legends should be appended to the text on a separate page. Make sure to 
identify all elements found in the figure in the legend. Identify any previously published material by giving the original 
source in the form of a reference at the end of the legend. 
For more information about preparing illustrations, please refer to the artwork guidelines available at the end of these 
instructions. 
The publisher reserves the right to reduce or enlarge figures. 

Electronic Supplementary Material 
If electronic supplementary material (ESM) is submitted, it will be published, as received from the author, in the online 
version only. ESM may consist of 
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- information that cannot be printed: animations, video clips, sound recordings, etc. 
- information that is more convenient in electronic form: sequences, spectral data, etc. 
- large amounts of original data, additional tables, illustrations, etc. 
The text must make specific mention of any ESM in a citation, similar to that for figures and tables (e.g., ‘‘. . . as shown in 
Animation 3.’’). 
For details on formats and other information, please follow the link (http://www.springer.com/11282) to the specific 
instructions for electronic supplementary material. 

After Acceptance 
Upon acceptance of your article you will receive a link to the special Author Query Application at Springer’s web page where 
you can sign the Copyright Transfer Statement online and indicate whether you wish to order Open Choice, offprints, or 
printing of figures in color. Once the Author Query Application has been completed, your article will be processed and you 
will receive the proofs. 
●Open Choice 
In addition to the normal publication process (whereby an article is submitted to the journal and access to that article is 
granted to customers who have purchased a subscription), Springer now provides an alternative publishing option: Springer 
Open Choice. A Springer Open Choice article receives all the benefits of a regular subscription-based article, but in addition 
is made available publicly through Springer’s online platform SpringerLink. 
●Copyright transfer 
Authors will be asked to transfer copyright of their articles to JSOMR and Springer. This will ensure the widest possible 
protection and dissemination of information under copyright laws. Open Choice articles do not require transfer of copyright 
as the copyright remains with the author. In opting for open access, authors agree to the Springer Open Choice License. 
●Offprints/Reprints 
Offprints can be ordered by the corresponding author. 
●Color in print 
Online publication of color illustrations is free of charge. For color in the print version, authors will be expected to make a 
contribution (€950 per article) to printing costs. Otherwise the figures will be printed in black and white. Please note that in 
such cases, it is the authors’ responsibility to prepare figures to be illustrative enough to convey the necessary information 
even after they are converted into black and white. 
●Proofreading 
Authors are informed by e-mail that a temporary URL has been created from which they can obtain their proofs. 
The purpose of the proof is to check for typesetting errors and the completeness and accuracy of the text, tables, and figures. 
Substantial changes in content, e.g., new results, corrected values, title, and authorship, are not allowed without the approval 
of the Editor. 
●Online First 
Papers will be published online after receipt of the corrected proofs. This is the official first publication citable with the DOI. 
After release of the printed version, the article can also be cited by issue and page numbers. After online publication, further 
changes can only be made in the form of an Erratum, which will be hyperlinked to the article. 
●Other 
Manuscripts are published free of charge with the exception of color printing charges noted above. 

Artwork Guidelines 
Electronic figure submission 
- Supply all figures electronically. 
- Indicate what graphics program was used to create the artwork. 
- For vector graphics, the preferred format is EPS; for halftones, please use TIFF format. 
- MS Office files are also acceptable. Do not supply PowerPoint files as these may be problematic with respect to 
quality rendering. 
- Use of double-byte characters should be avoided. 
- Vector graphics containing fonts must have the fonts outlined or embedded in the files. 
- Name your figure files with ‘‘Fig’’ and the figure number, e.g., Fig1.eps. 
Line art 
Definition: Black and white graphic with no shading. 
- Do not use faint lines and/or lettering, and check that all lines and lettering within the figures are legible at final 
size. 
- All lines should be at least 0.1 mm (0.3 pt) wide. 
- If provided as scanned images or bitmap images, line drawings should have a minimum resolution of 1200 dpi. 
- Vector graphics containing fonts must have the fonts outlined or embedded in the files. 
Halftone art 
Definition: Photographs, drawings, or paintings with fine shading, etc. 
- If any magnification is used in the photographs, indicate the magnification by using scale bars within the figures 
themselves. 
- Halftones should have a minimum resolution of 300 dpi. 
Combination art 
Definition: A combination of halftone and line art, e.g., halftones containing line drawing, extensive lettering, color 
diagrams, etc. 
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- Combination artwork should have a minimum resolution of 600 dpi. 
Color art 
- Color art is free of charge for online publication. 
- If black and white is to be shown in the print version, make sure that the important information will remain visible. 
Many colors are not distinguishable from one another when converted to black and white. A simple way to check 
this is to make a photocopy to see if the necessary distinctions between the different colors are still apparent. 
- If the figures are to be printed in black and white, do not refer to color in the legends. 
- Color illustrations should be submitted as RGB (8 bits per channel). 
Figure lettering 
- To add lettering, it is best to use Helvetica or Arial (sans serif fonts). Use lowercase letters to denote figure parts. 
- Keep lettering consistently sized throughout your final artwork, usually about 2–3 mm (8–12 pt). 
- Variation in type size within an illustration should be minimal, e.g., do not use 8-pt type on an axis and 20-pt type 
for the axis label. 
- Avoid effects such as shading, outline letters, etc. 
- Do not include titles or captions in illustrations. 
Figure placement and size 
- When preparing figures, size figures to fit within the column width. 
- Figures should be 39 mm, 84 mm, 129 mm, or 174 mm wide and not higher than 234 mm. 
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